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第1章 計画の概要

第 1 章 計画の概要 

1.1 計画策定の背景と目的 

上天草市では、平成18（2006）年12月の「上天草市生活交通対策推進プラン」の策定以降、地域公

共交通の確保・維持、利便性の向上や利用促進などに取り組んできました。 

そのような中、国では、平成19（2007）年に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」を施行

し、その後人口減少や高齢化の進展などの変化する情勢に応じて、その一部を改正していますが、この法律

に基づき、本市は平成30（2018）年3月に策定した「上天草市地域公共交通網形成計画（以下「形成計

画」という。）」に則り、現在公共交

通施策・事業を展開しているところで

す。 

国は、令和２（2020）年に「持続

可能な運送サービスの提供の確保に資

する取組を推進するための地域公共交

通の活性化及び再生に関する法律等の

一部を改正する法律」を施行しました

が、これにより、公共交通事業者を対

象とした持続可能な地域公共交通網の

形成という「地域公共交通網形成計

画」の目的が、地域全体の輸送資源を

地域旅客運送サービスの持続可能な提

供の確保となり、併せて当該計画の名

称も「地域公共交通計画」となりまし

た。 

このような背景のもと、本市は、計

画期間の満了を迎える形成計画の次期

計画として、「上天草市地域公共交通

計画（以下「本計画」という。）」を

策定します。本計画は、市における地

域特性や地域公共交通の現状と課題等

を踏まえ、市が目指す将来像を実現す

る上で、地域公共交通が果たすべき役

割を明らかにするとともに、市民の生

活移動や観光客等の移動を支え、持続

可能な地域公共交通を実現するため、

地域公共交通が目指す基本方針や、目

標及び施策体系を示すマスタープラン

となります。 
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1.2 計画の位置づけ 

本計画は、市の最上位計画である「上天草市第２次総合計画」を上位計画とし、その他関連計画との整合

を図り、連携をとり進めていくものです。 

1.3 計画の期間 

本計画の期間は、令和5（2023）年度から令和9（2027）年度までの5年間とします。 

なお、社会情勢の変化や上位・関連計画の見直し、地域公共交通を取り巻く環境が大きく変化し、新たな

対応や変更が必要となった場合は、本計画の見直しを検討します。 

1.4 計画の区域 

本計画の区域は、上天草市全域を対象とします。 

上天草市第2次総合計画 

【上位計画】 

上天草市地域公共交通計画 第2期上天草市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

上天草市グランドデザイン 

第2期上天草市公立学校規模適正化基本計画 

第3期上天草市地域福祉計画・地域福祉活動計画 

第3期上天草市障がい者計画

上天草市高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画

上天草市観光ブランディング計画 

上天草市過疎地域持続的発展計画 

上天草市SDGs未来都市計画 

【関連計画】 
整合 

連携 

熊本県地域公共交通計画 

連携 
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第2章 上位・関連計画

第 2 章 上位・関連計画 

本計画の策定に当たり、計画の方針や取組みについて、反映すべきもの、整合を図るべきものとして、地

域公共交通に関連する内容を含む、上位・関連計画の内容を整理します。 

表 上位・関連計画の一覧 

NO 計画名 策定年月（計画期間） 

1 上天草市第2次総合計画 

平成26（2014）年3月 

（平成26（2014）年度～ 

令和5（2023）年度） 

2 第 2期上天草市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

令和2（2020）年3月 

（令和2（2020）年度～ 

令和6（2024）年度） 

3 上天草市グランドデザイン 平成25（2013）年2月 

4 第 2期上天草市公立学校規模適正化基本計画 

平成30（2018）年4月 

（平成30（2018）年度～ 

令和9（2027）年度） 

5 第 3期上天草市地域福祉計画・地域福祉活動計画 

平成30（2018）年3月 

（平成30（2018）年度～ 

令和4（2022）年度） 

6 第 3期上天草市障がい者計画 

平成30（2018）年3月 

（平成30（2018）年度～ 

令和5（2023）年度） 

7 上天草市高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画 

令和3（2021）年3月 

（令和３（2021）年度～ 

令和5（2023）年度） 

8 上天草市観光ブランディング計画 

平成30（2018）年7月 

（平成30（2018）年度～ 

令和4（2022）年度） 

9 上天草市過疎地域持続的発展計画 

令和3（2021）年9月 

（令和3（2021）年度～ 

令和7（2025）年度） 

10 上天草市SDGs未来都市計画 令和4（2022）年7月 

【上位・関連計画で掲げる将来像・基本理念】 

・人口減少をネガティブにとらえず、そこに住んでいる市民が今後も住み続けたいと思うような取組

を進め、『子ども、若者、お年寄りが住みよい『活力』『誇り』『安心』に満ちたまちの実現』 

・上天草市らしさのある喜び・幸せ・誇りを感じるまち 

・住み慣れた地域で安心して暮らせる支え合いのまち 
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第 3 章 地域公共交通の現状分析・課題の整理 

3.1 地域公共交通に関わる現状 

1）地域概況 

・令和2（2020）年現在、本市の人口は24,600 人で、20年前（平成12（2000）年）の約7割に

減少しています。更に20年後（令和22（2040）年）には、現在の約6割に、一部地域では現在の

約3割にまで減少することが予測されています。 

・老年人口割合は、数年後には生産年齢人口割合を上回ることが予測されており、10年後（令和12

（2030）年）には50％を超える予測となっており、高齢者単身世帯の割合も増加しています。 

・人口は、大矢野町に半数以上が集中しており、各種施設も大矢野町の国道沿線に集中しています。 

・松島町や姫戸町、龍ヶ岳町にも、市役所庁舎や支所周辺に商業施設、医療施設など各種施設が立地して

います。 

・買い物での移動は市内での流動が多く、特に大矢野町と松島町では自地域内での買い物が多く見られま

すが、姫戸町からは松島町へ、龍ヶ岳町からは天草市や松島町へ多くの人が出かけています。 

・通勤・通学では、天草市や宇城市、熊本市間での流動が見られ、約8割が自家用車を利用していま

す。 

・本市の強みである観光産業は、熊本地震後、好調となっていましたが、新型コロナウイルス感染症の影

響を受け、観光客数は大きく減少しています。 

■人口推移 

図 本市における人口と年齢3区分割合の推移 

資料：国勢調査（昭和55（1980）年～令和2（2020）年）、 

国立社会保障・人口研究所 日本の地域別将来人口 

（令和7（2025）年～令和27（2045）年） 
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第3章 地域公共交通の現状分析・課題の整理

■通勤・通学流動 

図 本市における通勤通学流動 

資料：国勢調査（令和２（2020）年） 

図 本市在住者の通勤通学時の利用交通手段

資料：国勢調査（令和２（2020）年） 

■観光客数 

図 本市における観光入込客数及び宿泊客数の推移 

資料：市資料 
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2）地域公共交通の現状 

①地域公共交通体系 

・陸上交通として、桜町バスターミナルから本渡間を結ぶ路線バス（快速）、路線バス、コミュニティバ

ス（SUNまりんバス）、乗合タクシーがあります。 

・海上交通として、鉄道駅と港を連絡する旅客船、島と本土を連絡する旅客船、本市と隣接市の島を連絡

するフェリーがあります。 

・一方で、路線バスや乗合タクシーが運行されていない「公共交通空白地域」が存在しています。 

・その他移動手段として、スクールバス、医療施設や宿泊施設などの各種施設が独自で送迎サービスが実

施されており、市内には様々な輸送サービスが混在しています。 

■地域公共交通網

図 上天草市の地域公共交通網 
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第3章 地域公共交通の現状分析・課題の整理

■公共交通空白地域

図 上天草市の公共交通空白地域 

【公共交通空白地域の定義】 

各行政区内の地域が既存の路線バスのバス停より半径400ｍ以遠かつ乗合タクシーの区域運行エリ

アを除く行政区。
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②地域公共交通の利用状況 

・路線バス及びコミュニティバスの利用者数は減少傾向にあり、全20路線は赤字路線となっています。 

・乗合タクシーの利用者数は令和元（2019）年までは増加傾向なっていましたが、その後減少傾向に転

じています。乗合タクシーの乗合率は、地区ごとにばらつきがあり、サービスが浸透しておらず利用が

限定的となっている地区も多く見られます。 

・路線バス及びコミュニティバスについては、平成30（2018）年３月に策定した「上天草市地域公共

共交通網形成計画」で見直しを行った生活交通導入ガイドラインに基づき、路線バスの運行見直しを実

施してきましたが、運行継続基準を満たす路線バスは全20路線のうち6路線、乗合タクシーは全8

地区のうち1地区のみとなっています。 

・湯島への旅客船利用者数は、島民限定割や猫の島としての人気の高まりもあり、増加傾向にあります。 

・本市では運行事業者に対し、路線バス及びコミュニティバスは年間約1億1500万円、スクールバス

は年間約1億円、乗合タクシーは年間約740万円負担しています。 

■路線バス・コミュニティバスの利用者数

図 路線バスの利用者数と実車走行距離の推移（10月～9月で年集計） 

図 SUNまりんバス（コミュニティバス）の利用者数と実車走行距離の推移（10月～9月で年集計） 

資料：市資料

15
8,
2
31
 

14
0,
8
32
 

13
2,
8
14
 

10
7,
0
88
 

10
2,
9
16
 

972,456 968,443 951,078 

799,222 
729,154 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

平成29

（2017）年

平成30

（2018）年

令和元

（2019）年

令和2

（2020）年

令和3

（2021）年

年間利用者数 年間実車走行キロ
（人/年） （ｋｍ）

年
間
実
車
走
行
キ
ロ

年
間
利
用
者
数

22
,9
58
 

23
,0
78
 

21
,8
01
 

19
,3
38
 

18
,9
05
 

101,215 101,134 101,256 102,257 103,082 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成29

（2017）年

平成30

（2018）年

令和元

（2019）年

令和2

（2020）年

令和3

（2021）年

年間利用者数 年間実車走行キロ（人/年） （ｋｍ）

年
間
実
車
走
行
キ
ロ

年
間
利
用
者
数

８



第3章 地域公共交通の現状分析・課題の整理

■乗合タクシーの利用者数

図 乗合タクシーの地区別利用者数の推移      資料：市資料

■航路（湯島～江樋戸航路）の利用者数

図 「湯島～江樋戸航路」の利用者数（一般、通勤、通学別）の推移（10月～9月で年集計） 

資料：市資料 
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■財政負担状況

図 路線バスの収入・費用・欠損額の推移 

資料：市資料 

図 SUNまりんバス（コミュニティバス）の収入・費用・欠損額の推移 

資料：市資料 

図 乗合タクシーの運行に係る市負担額の推移 

資料：市資料 
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第3章 地域公共交通の現状分析・課題の整理

３）市民の移動ニーズ 

・住民アンケート調査の結果、約8割の方は自動車やバイク・原付の運転免許証を保有しており、80歳

以上でも約4割の方が運転免許証を保有しています。 

・運転免許証の返納も、70代以上の方で徐々に進んでいます。 

・路線バス・コミュニティバスを利用しない人は約8割を占めており、自家用車への依存傾向が高い状

況です。 

・運転免許証非保有者の半数以上が、路線バス・コミュニティバスを利用していません。 

・一方で、運転免許証非保有者の約6割が、移動手段がないことで外出をあきらめることがあります。 

・公共交通がカバーすべき対象者・移動目的については、児童・生徒の通学、高齢者の買い物・通院な

ど、運転ができない交通弱者の生活に必要な移動への対応として必要なものと考えられています。 

・そのため、公共交通への行政支援は必要だが、行政・市民・事業者が一体となり少しでも公共交通にか

かる経費を削減すべきとの考えや、公共サービスとして行政が負担して確保すべきとの考えが多くを占

めています。 

・今後のあり方としては、交通弱者に限定したサービスや、移動販売など外出しなくても生活できるサー

ビスなども必要だと考えられている一方で、多様な移動手段の有効活用など、移動資源の有効活用も必

要だと考えられています。 

■運転免許証の保有状況 

図 年代別の運転免許証保有状況 

資料：住民アンケート調査 

14

100

90

97

98

93

83

37

8

35

0

0

0

0

0

1

2

3

8

0

0

0

0

0

0

1

9

23

17

4

86

10

3

3

5

33

67

9

2

1

1

3

52

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10代(n=7)

20代(n=20)

30代(n=20)

40代(n=37)

50代(n=53)

60代(n=91)

70代(n=81)

80代(n=60)

90代以上(n=12)

無回答(n=23)

普通自動車の免許を持っている

普通自動車はないが、バイク・原付の免許は持っている

以前持っていたが返納した・失効して今はない

免許を取ったことがない

無回答
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■公共交通の利用頻度 

図 公共交通の交通手段ごとの利用頻度

図 運転免許証の保有状況別の路線バス・コミュニティバス利用頻度 

資料：住民アンケート調査 

■移動手段がないことで外出をあきらめる頻度 

図 運転免許証の保有状況別の移動手段がなく外出をあきらめること 

資料：住民アンケート調査 
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運転免許証を持って

いる(n=316)
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よくある 時々ある ほとんどない 無回答

1

4

0

4

1
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82

55

4

8
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運転免許証を持って

いる(n=268)

運転免許証を持って

いない(n=51)

週4回以上 週2～3回 月2～4回 年数回程度 利用しない 地区近くで運行していない

※無回答除く
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5
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

路線バス･

コミュニティバス(n=322)

乗合タクシー(n=291)

旅客船

（湯島定期航路）(n=274)

週4回以上 週2～3回 月2～4回 年数回程度 利用しない 地区近くで運行していない

※無回答除く
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第3章 地域公共交通の現状分析・課題の整理

■公共交通がカバーすべき対象者・移動目的 

図 公共交通がカバーすべき「対象者」「移動目的」 

資料：住民アンケート調査

■今後の上天草市の公共交通や移動手段の確保のあり方についてのお考え 

図 今後の上天草市の公共交通や移動手段の確保のあり方についてのお考え 

資料：住民アンケート調査 
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6.4

1.1

2.1

3.5

9.6

6.4

6.4

18.5

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①バスや乗合タクシーなどの公共交通を充実すべき(n=286)

②運行頻度を低く（週に1往復等）でも、地域全体を網羅する交通

手段を提供すべき(n=281)

③自家用車を運転できない交通弱者のみに絞った移動サービスの

提供で良い(n=282)

④スクールバスや福祉輸送など、地域に存在する移動手段を有効

活用すべき(n=284)

⑤バスや乗合タクシーの利用料金の支援を充実すべき（回数券や

割引券の配布など）(n=281)

⑥停留所などの整備や乗り継ぎがしやすい運行時刻の設定、乗り

継ぐ際の割引制度の導入を進めるべき(n=283)

⑦市内全ての公共交通で利用できるICカードやキャッシュレス決

済の環境整備を進めるべき(n=281)

⑧定額料金で乗り放題とするような新たな運賃体系の導入を進め

るべき(n=283)

⑨運行効率の向上のため、市内全ての公共交通のオンデマンド化

の検討を進めるべき(n=280)

⑩様々な乗り物（小型モビリティ、自転車、電動キックボード

等）のシェアリングサービスの充実を図るべき(n=281)

⑪移動販売や宅配サービス等、外出しなくても生活できるサービ

スを充実すべき(n=283)

そう思う ややそう思う あまりそう思わない そう思わない無回答除く

1.5

6.4

5.4

9.2

0.7

2.7

2.0

1.5

1.7

2.2

2.0

44.6

1.7

1.5

56.2

38.6

59.2

5.9

3.5

26.5

0 20 40 60 80

観光客-レジャー

市民-買物(平日)

市民-買物(休日)

市民-通院

市民-通学

市民-通勤

市民-娯楽

市民-レジャー

児童･生徒-買物(平日)

児童･生徒-買物(休日)

児童･生徒-通院

児童･生徒-通学

児童･生徒-娯楽

児童･生徒-レジャー

高齢者-買物(平日)

高齢者-買物(休日)

高齢者-通院

高齢者-娯楽

高齢者-レジャー

無回答

(％)

（複数回答）

n=404
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4）上天草市地域公共交通網形成計画の評価 

■上天草市地域公共交通網形成計画で進めてきた施策・事業の認知度 

・上天草市地域公共交通網形成計画で掲げる施策・事業について、「スクールバスを活用した地域公共交

通の導入」、「地域公共交通網の見直し」については約4割、「地域公共交通だよりの発行」につい

ては約3割の認知度がありました。 

・公共交通の利用機会は変わらないが公共交通への関心が高まった方が約3割おり、自家用車への依存

が高い地域においては、一定の効果と考えられます。 

図 上天草市地域公共交通網形成計画で進めてきた施策・事業の認知度 

資料：住民アンケート調査 

■上天草市地域公共交通網形成計画の評価まとめ 

○上天草市地域公共交通網形成計画策定時には予測できなかった、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に

より、不要不急の外出自粛が求められるなどした影響を受け、公共交通利用者数の減少のほか、多くの数

値目標で未達成となりました。 

○一方で、乗合タクシーの利用者数は、一時的に利用者が増加した後、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大により減少傾向に転じたものの、通院や買い物など生活に欠かせない移動を支え、平成29（2017）

年度と比べると、利用者が増え、数値目標を達成しました。 

○未実施の施策・事業は多くは、他部署や地域との連携が必要な取組であり、計画期間当初は協議等を含

め、取り組んでいたものの、継続性と実効性に欠けるものとなりました。 

○更なる人口減少による輸送需要の減少や担い手不足、財源の確保が深刻化することが予測されるなか、交

通弱者の必要な移動を確保するため、関係機関との連携を深め、実効性の高い、持続可能な取組が必要で

す。 

○新型コロナウイルス感染症の収束を見込み、アフターコロナ時代における新しい生活様式への対応や、観

光振興を支える取組が必要となります。 

35.3

34.3

13.6

9.0

11.4

26.4

5.9

15.3

12.5

64.7

65.7

86.4

91.0

88.6

73.6

94.1

84.7

87.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①地域公共交通網の見直し(n=)326)

②スクールバスを活用した地域公共交通の導入（検討）(n=)327)

③新たな地域公共交通の導入（検討）(n=)324)

④地域公共交通座談会の実施(n=)322)

⑤事業者などを対象とした市全域でのノーマイカーデーの実施(n=)324)

⑥地域公共交通だよりの発行(n=)322)

⑦路線バスを活用したバスパック等の商品開発(n=)322)

⑧観光施設や商業施設と連携した地域公共交通の広報媒体作成(n=)321)

⑨地域イベントと連携した公共交通利用促進キャンペーンの実施(n=)321)

知っている 知らない無回答除く
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第3章 地域公共交通の現状分析・課題の整理

3.2 地域公共交通の問題点と課題 

各種調査の結果、次のとおり現状からの問題点及び課題を示します。 

● ・人口減少

現状からの問題点

・自家用車への依存傾向が高く、地域公共交通への関心が
低い

・地域公共交通は、交通弱者にとって必要なものだと考えら
れている一方、運転ができない交通弱者にも公共交通を
利用しない人が多く、移動手段がないことで外出をあきら
めることがある状況が発生

・人口減少や自家用車への依存に加え、新型コロナウイルス
感染症拡大の影響で、公共交通利用者や観光客の減少、
燃料費の高騰により、公共交通を担う事業者は経営状況
が悪化し、事業継続が懸念

・公共交通の利用が定着しないことで、民間施設などによる
移動サービスが実施され、公共交通利用者がさらに減少
するなど、多様な移動手段の連携が図られていないことで、
移動サービスの有効活用がされない悪循環が発生

・高齢化の進展により、全人口に占める高齢者（交通弱者）
が増えることで、市の財政負担が増大し、公共交通を維持
するのが難しくなることを危惧

・観光客は、住民向けの生活交通の利用を避ける傾向があ
り、地域内での移動手段が不足していることから、自動車
での来訪に依存することで、魅力低下につながる駐車場
不足や渋滞が発生

・港周辺など、複数の交通モードが接続する部分での利用
者に対応した受け入れ施設整備のミスマッチが発生

・運転手の高齢化、人口減少やワークバランスを重視する傾
向から運転手不足が深刻化しており、事業継続に不安を
抱える

・家族や近所の方同士での送迎が実施されているものの、
送迎する人の高齢化や事故のリスク、送迎してもらう方も
頼みづらいことがあるなど、住民同士の思いやりでの任意
の助け合いによる送迎の継続が難しい状況が発生

①持続可能な地域公共交通ネットワークの確保
・利用実態に応じて、適切な交通モードで運用することで、地域
全体で持続可能な地域公共交通ネットワークを構成する必要
があります。
・また、各交通モードの発着地となる地点では、乗り継ぎ等に必
要な施設整備を行うことで、ネットワーク力を高める必要があ
ります

②輸送サービスの持続的な提供に向けた仕組みの再構築
・高齢者等の交通弱者の生活移動を支える必要性は高まって
います。
・一方で、交通事業者が抱える問題や、人口減少社会に突入し
た中での公共交通の維持に係る財政負担額の増大など、維
持継続が危ぶまれる状況となっています。
・このような状況を踏まえ、公共交通の運行に係る指針や多様
な輸送サービスとの連携を含め再構築する必要があります。

④地域公共交通の利用促進に向けた意識醸成
・交通弱者等の生活移動を支える公共交通の必要性は高いも
のの、どのような運行をしているかわからない、利用方法がわ
からないことなどが原因で利用できない・利用しない方も多く、
うまく活用されていない現状にあります。
・地域公共交通に関心を持ち、“利用することで維持する”という
意識を高めてもらうためにも、わかりやすい情報発信や地域の
方に考えてもらうなど、地域と連携した取組が必要です。

③観光分野などの関係機関との積極的な連携
・観光分野は上天草市の強みであるにも関わらず、観光客の来
訪手段の充実や観光振興につながる取組みは少ない状況で
す。
・観光需要拡大に向けて、重点整備地域の拠点性を高め、本市
に訪れる観光客の特性に応じた来訪手段や来訪後の移動手
段の充実に向けた取組みが必要です。

⑤多様な移動サービスとの連携
・統廃合した小中学校等を対象にスクールバスを運行している
ほか、個別施設等が利用者へのサービスとして運行する送迎
サービスが存在しています。
・移動する以外にも、移動販売や配食サービス、宅配サービスな
ど、在宅でニーズを満たすサービスが普及しています。
・移動の在り方を再考し、様々な関係機関が連携して、生活に必
要なサービスを享受できる仕組みを確立していく必要がありま
す。

● ・高齢化の進展、高齢者単身世帯の増加

● ● ・自動車依存、運転免許保有率約8割

● ・バスを利用しない人約8割

● ・乗合タクシーを利用しない人約9割

●
・運転免許証非保有者のバス・乗合タクシーを利用しない人
約6割

● ・運転免許証返納後は、バスや乗合タクシーを利用予定

●
・運転免許証非保有者で、移動手段がなく外出をあきらめる
ことがある人が約6割

● ・運転免許証の自主返納数の低迷

● ● ● ・公共交通利用者の減少

●
・路線バス・コミュニティバス全20路線は赤字路線で、運行継
続基準を満たすのは6路線

● ● ・交通事業者の経営状況悪化

● ・燃料費の高騰、運行経費の増加

● ・乗合タクシーの利用方法が分からない

●
・乗合タクシーの運行継続基準を満たすのは8地区中1地区
のみ

● ・利用促進策の実施が限定的で不十分

● ・バス運行情報サイトの利用率が低い

● ● ・民間施設が移動サービスを実施

● ・住民同士の送迎による事故リスク

● ・家族や近所の方に送迎を頼みづらい状況

● ● ・観光客の減少

● ・新型コロナウイルス感染症の影響で利用者減に伴う減便

● ・観光客も自家用車に依存

● ・観光客来訪後の移動手段が不足

● ・観光客は住民向け生活交通の利用を避ける傾向

● ・松島港（前島）周辺での休日の駐車場不足と渋滞発生

● ・江樋戸港の駐車場不足

● ● ・湯島航路は島民限定割や猫の島として人気

● ・桟橋の老朽化

● ・交通事業者の人材不足や乗務員の高齢化

● ・ワークライフバランスを重視による職業選択

● ・公共交通への財政負担の増加

● ● ・スクールバスの運行委託、学校統廃合による委託費の増加

把握調査

現状
現状整理

網形成
計画

アンケー
ト調査

ヒアリン
グ調査

課題
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第4章 基本方針と将来像

第 4 章 基本方針と将来像 

4.1 基本方針 

１）地域公共交通の基本的な方針 

 上天草市第2次総合計画等の上位・関連計画や、本市の地域公共交通の現状と課題を踏まえ、本市の地

域公共交通の基本方針を設定します。 

① 基本理念 

 本市は、人口減少をネガティブにとらえず、そこに住んでいる市民が今後も住み続けたいと思うような取

組を進め、「子ども、若者、お年寄りが住みよい『安心』『活力』『誇り』に満ちたまちの実現」を掲げて

います。 

 持続可能な公共交通を構築するため、市民（地域）・行政・本市に関わる様々な人がパートナーであると

いう意識を持ち、市民の生活に寄り添い、安心に暮らせるまちづくりを進めるとともに、観光客などの関係

人口を増やす公共交通とすることが肝要です。 

 本市では、地域公共交通は市民の暮らしを支え、来訪者の移動手段を担う重要な役割を果たすと認識して

おり、計画の基本理念を次のとおり定めます。 

② 地域公共交通が果たすべき役割 

地域公共交通は、本市の地域構造を持続的に支え、本市が目指す将来像の実現のため、市民の日常移動だ

けでなく、観光客をはじめとする来訪者の移動を支える重要な役割を担います。 

〔基本理念〕 

ひと・地域を支え、にぎわいを創出する地域公共交通 
～みんながパートナーとなり、使って守る地域公共交通～ 

・誰もが利用しやすく、使いたくなるような移動手段 

・高齢者が安心して運転免許証の返納ができ、返納後も安心して生活できる移

動手段 

・生活拠点等における利便性向上や、拠点整備などのまちの変化と連携した移

動手段 

・観光ブランド力を活かした地域産業の活性化を目指し、観光客などの交流が

促進される移動手段

・未来を築く子供たちの通学や活動を支援する移動手段 

・自然のなかで健康的な生活を志向する移住者の魅力となる移動手段 

安心 

活力 

誇り 
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③地域公共交通の基本方針 

基本方針について、上天草市SDGs未来都市計画と関連付け、下記に示します。 

○高齢者等の運転免許証を持たない交通弱者の生活移動の確保 

○市民・交通事業者・地域・関係団体が連携し、多様な移動手段で支える地域公共交通 

○観光客等の来訪手段の充実と地域内移動のための多様なモビリティとの連携 

○拠点性を高め、地域の魅力・活力向上につながる地域公共交通 

○まずは知ることから！知って、使って、改善して守る地域公共交通 

○市民・交通事業者・地域が、将来について一緒に考え、使って守る意識を醸成

基本方針１：交通弱者を中心とした市民の生活移動を支える地域公共交通ネットワークの形成 

基本方針２：まちづくりと連携し、地域の活力につなげる地域公共交通サービス 

基本方針３：使いたくなる地域公共交通を一緒に考え使って守る、持続的に未来につなげる仕組みづくり 

〔基本理念〕 

ひと・地域を支え、にぎわいを創出する地域公共交通 
～みんながパートナーとなり、使って守る地域公共交通～ 

基本方針１： 

◆交通弱者を中心とした市民の生活移動を支える地

域公共交通ネットワークの形成 

基本方針２： 

◆まちづくりと連携し、地域の活力につなげる地域

公共交通サービス 

基本方針３： 

◆使いたくなる地域公共交通を一緒に考え使って守

る、持続的に未来につなげる仕組みづくり 

課題① 

持続可能な地域公共交通ネ

ットワークの確保 

課題② 

輸送サービスの持続的な提

供に向けた仕組みの再構築 

課題④ 

地域公共交通の利用促進に

向けた意識醸成 

課題③ 

観光分野などの関係機関と

の積極的な連携 

課題⑤ 

多様な移動サービスとの連

携 

課 題 基本方針 
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第4章 基本方針と将来像

4.2 地域公共交通の将来像 

1）公共交通網の目指す姿（計画期間の変遷） 

現在（令和 4（2022）年度）の公共交通網から、生活交通導入ガイドラインに基づき、路線バスの運行継続基準を満たさなかった路線において、上島地域を中心に路線バスから乗合タクシーへの運行形態の見直しを実施します。 

 本計画期間内において、利用促進や周知の強化を実施するとともに、引き続きモニタリングを実施し、運行継続基準を満たさない運行については、運行形態やサービス内容の見直しを行い、持続可能な公共交通網を維持します。 

図 公共交通網の姿

令和 4（2022）年度現在 将来像：令和 5（2023）年 10 月時点 将来像：令和 9（2027）年時点

拠点分類

地域広域拠点

地域生活拠点

医療拠点

交通拠点

その他拠点

拠点分類

地域広域拠点

地域生活拠点

医療拠点

交通拠点

その他拠点

拠点分類

地域広域拠点

地域生活拠点

医療拠点

交通拠点

その他拠点

龍ヶ岳町の乗合

タクシーの地区

の統合・拡大 

上島地域の路線バス

の一部を除き、乗合

タクシーに変更 

コミュニティバス上

循環を乗合タクシー

に変更し、公共交通

空白地域もカバー 

乗合タクシー白涛・

東満地区を拡大 

乗合タクシー維和

A 地区、維和 B 地

区を統合

三角～松島

航路を強化 

位置づけ 交通モード 果たすべき役割

広域幹線
鉄道・

路線バス(快速)
本市と近隣市、さらには熊
本方面を結ぶ広域的な移
動を担う

地域内
幹線

路線バス・航路

(隣接市と広域拠
点を接続)

本市内の拠点間の移動や
本市と近隣市の拠点間の
移動を担う

地域内
交通

路線バス(その他)
コミュニティバス

各地域の居住地と各拠点
を結ぶ移動を担う
※運行上、近隣市と一体と
なった路線の確保が必要

乗合タクシー
タクシー

各種送迎サービス
自家用有償運送 各地域の居住地と各拠点

を結ぶ移動を担う

生活航路

位置づけ 交通モード 果たすべき役割

広域幹線
鉄道・

路線バス(快速)
本市と近隣市、さらには熊
本方面を結ぶ広域的な移
動を担う

地域内
幹線

路線バス

(隣接市と広域拠
点を接続)

本市内の拠点間の移動や
本市と近隣市の拠点間の
移動を担う

地域内
交通

路線バス(その他)
コミュニティバス

各地域の居住地と各拠点
を結ぶ移動を担う
※運行上、近隣市と一体と
なった路線の確保が必要

乗合タクシー

タクシー 各地域の居住地と各拠点
を結ぶ移動を担う

航路

位置づけ 交通モード 果たすべき役割

広域幹線
鉄道・

路線バス(快速)
本市と近隣市、さらには熊
本方面を結ぶ広域的な移
動を担う

地域内
幹線

路線バス

(隣接市と広域拠
点を接続)

本市内の拠点間の移動や
本市と近隣市の拠点間の
移動を担う

地域内
交通

路線バス(その他)
コミュニティバス

各地域の居住地と各拠点
を結ぶ移動を担う
※運行上、近隣市と一体と
なった路線の確保が必要

乗合タクシー

タクシー 各地域の居住地と各拠点
を結ぶ移動を担う

航路

三角⇔さんぱーるの

路線を松島港（前

島）まで延伸 

SUN まりんバス登立循環

を、乗合タクシーに変

１８



第4章 基本方針と将来像

■拠点の配置方針とまちづくり上の位置づけ 

■公共交通の位置づけ及び役割 

位置づけ 交通モード 果たすべき役割 

広域幹線 
鉄道・ 

路線バス(快速) 
・本市と近隣市、さらには熊本方面を結ぶ広域的な移動を担う 

地域内 

幹線 

路線バス・航路 

(隣接市と接続) 
・本市内の拠点間の移動や本市と近隣市の拠点間の移動を担う 

地域内 

交通 

路線バス 

コミュニティバス 

・各地域の居住地と各拠点を結ぶ移動を担う 

※運行上、近隣市と一体となった路線の確保が必要 

乗合タクシー他 ・各種送迎サービスとの連携を含め、各地域の居住地と各拠点を結ぶ移動

を担う 航路 

拠点分

類 
拠点候補地 まちづくり上の位置づけ 

地域広域 

拠点 

大矢野町 

（さんぱーる 

周辺） 

・公共施設や医療施設など日常生活に必要な主要施設が集中して立地し、大矢

野町のみならず上島地域からも人が集まる広域的な生活拠点としての役割を

担っている。 

・また、大矢野町さらには周辺市との広域交通が結節する交通拠点の役割も担

っており、今後は宮津地区将来構想により、さらに拠点性の向上が期待され

る。 

松島町 

（合津周辺） 

・公共施設や医療施設など日常生活に必要な主要施設が立地し、松島町のみな

らず上島地域全体から人が集まる生活拠点としての役割を担っている。 

地域生活 

拠点 

大矢野町 

（湯島周辺） 

・公共施設や診療所が立地し、離島である湯島地区の生活拠点としての役割を

担っている。 

松島町 

（教良木周辺）

・公共施設や医療施設などが立地する、教良木・内野河内地区の生活拠点とし

ての役割を担っている。 

姫戸町 

（姫浦周辺） 

・医療施設や商業施設などが立地する、姫戸町の生活拠点としての役割を担っ

ている。 

龍ヶ岳町 

（高戸周辺） 

・医療拠点である上天草総合病院周辺には、公共施設や商業施設など日常生活

に必要な施設が立地し、龍ヶ岳町の生活拠点としての役割を担っている。 

・その他、本渡～御所浦航路との結節点にもなっている。 

医療拠点 

上天草総合病院 ・主に上島地域における医療拠点としての役割を担っている。 

済生会 

みすみ病院 
・主に大矢野町における医療拠点としての役割を担っている。 

交通拠点 

三角駅 

・観光客などをはじめとする広域交流人口に対する天草地域への玄関口とし

て、鉄道、路線バス、旅客船などの各交通手段が結節する交通拠点としての

役割を担っている。 

松島港 

（前島） 

・鉄道駅がある三角港との航路により、広域交流人口に対する天草地域内での

海の玄関口として、路線バス、旅客船などの各交通手段が結節する交通拠点

としての役割を担っている。 

・また、官民の施設整備により、観光拠点性が向上している。 

その他 

拠点 
上天草高校 

・本市全域、さらには周辺市から学生が集まる本市唯一の狭域拠点としての役

割を担っている。 
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■生活交通導入フロー 

図 生活交通導入フロー 

【運行継続基準】 

路線バス  ：平均乗車密度1.0 人以上かつ1日当たりの輸送量3.0 人以上 

乗合タクシー：収支率が33％以上 
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第4章 基本方針と将来像

2）20 年後の本市の公共交通 

（1）予測される変化 

①自動運転技術 

○自動運転技術の進歩、高齢者や人口減少社会の円滑な移動の確保、物流・移動サービス業界におけるド

ライバー不足への対応として自動運転の実用化 

※2025年を目途に高速道路での自家用車の完全自動運転の実現 出典：官民 ITS 構想･ロードマップ

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議 

○車両開発、交通環境情報の取得、車両への配信技術など、実用化に向けた技術が進展 

○法整備の必要性や価値観のずれといった倫理面、社会受容面の課題を把握し、新しい技術が受け入れら

れる環境を整備 

○自動車専用道路から先行して、実用化が進み、一般道にも普及 

○船舶の電動化の開発・普及、自動運航船が実用化 

②移動に関わる生活スタイル 

○自動車所有から利用（シェアリングサービスなど）にシフト 

○交通システムとコネクテッドカーの通信システムが開発、普及 

○安くて便利なモビリティサービスが普及することで移動コストが縮小 

○自動運転車が目的地まで運んでくれるカーシェアリングが普及し、移動困難者数が減少しゼロに 

○医療MaaS（オンライン診療、巡回診療･検診など）の進展など、あらゆることが自宅や自宅近くで出

来るようになり、移動の必要性が低下 

③物流 

○空飛ぶクルマの実用化、法整備が進み、離島向けを先駆けに物流向けサービスの実用化 

○自動航行船で離島への日用品を届けるサービスの実用化 

④広域交通拠点・ネットワーク 

○新しいターミナルが完成した熊本空港が、世界と地域にひらかれた九州セントラルゲートウェイに 

○八代港国際クルーズ拠点形成を推進し、クルーズ船の寄港が増える 

○熊本天草幹線道路の全線開通 

○マリンレジャー拠点づくり「海の駅」の推進 

⑤その他 

○再生可能エネルギーの普及 

（温室効果ガス削減目標：2050年に 

カーボンニュートラル、2030年46％削減目標） 

○本市の人口重心の変化 

（大矢野町、松島町への人口集中が進む） 

図 本市の人口分布割合の変化     

資料：将来人口・世帯予測プログラムより出力（国土技術政策総合研究所） 
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（2）予測される未来の姿 

将来像：令和 24（2042）年時点

位置づけ 交通手段 果たすべき役割

広域幹線（陸上）
自動運転車

本市と近隣市、さらには熊本方
面を結ぶ広域的な移動を担う

広域幹線（海上） 電動・自動運
航船

本市と近隣市を結ぶ広域的な
移動を担う

地域内幹線
自動運転車 本市内の拠点間の移動を担う

エリア内移動 自動運転
シェアリング

居住地内の自由な移動を担う

輸送サービス
ドローン物流

離島への物流をメインとした輸
送サービス
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第4章 基本方針と将来像

 ①将来的に解消が期待される問題 

新しいモビリティや技術の進展・導入により、現在の地域公共交通が抱える問題は、解消することが期

待されます。 

現状（背景） 問題 将来的に想定される問題解消 

人口減少・高齢化 

乗務員不足・高齢化 自動運転の導入により、人材不足が解消 

税収の減少 
新たな技術導入とともに進む、収益源創出やサービス

運営の在り方の変更 
受益者負担・財政負担

の限界 

高齢者の危険運転 

自動車の安全機能向上による人為ミスによる事故の回

避 

自動運転の導入による運転からの解放 

燃料費高騰 
運行経費の増加 

運行経費の変動 

人件費の削減 

電動化・再生可能エネルギーの普及による安定供給と

コスト低下 

移動ニーズの多様化 需要の分散 
自動運転車が目的地まで運んでくれるカーシェアリン

グの普及で対応 

②将来に向けて取り組んでおくべきこと 

○地域の交通課題の継続的な把握 

○交通課題の解決に向けた継続的な検討や、実証実験のための組織体制の充実 

○モビリティ関連データの取得（システムの導入、分析） 

○MaaSなどの新しい公共交通サービスに関する情報収集 

○デジタル化普及への取組（情報収集、理解向上、意識改革） 

○新しいモビリティサービスの社会受容性の向上（社会実験の実施、シンポジウムの開催など） 

○異業種との連携による収益源創出手法や事業モデルの検討 

○再生可能エネルギーの普及 

○集約型都市構造への転換 など 
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第5章 計画の目標と目標達成のための施策事業

第 5 章 計画の目標と目標達成のための施策事業 

5.1 計画の目標と評価指標・施策体系 

本計画の目標及び、各目標の達成状況を評価するための評価指標と数値目標を次のとおり定め、目標達成のために実施する施策･事業を以下に示します。 

基本方針 目標 指標 

現況 

（令和 3

（2021）年度） 

目標値 

（令和 7

（2025）年度） 

目標値 

（令和 9

（2027）年度） 

施策 事業 

基本方針１： 

交通弱者を中心とし

た市民の生活移動を

支える地域公共交通

ネットワークの形成 

①高齢者等の運転免許証を持たない

交通弱者の生活移動の確保 

①公共交通に対する満足度 22% 35% 40% 

1.路線バス・乗合タクシ

ー等の維持・確保 

事業 1-1： 

路線バスの運行改善 

②-1 路線バスの収支率 19.6% 18% 17% 
事業 1-2： 

乗合タクシーの運行効率化 

②-2 乗合タクシーの収支率 29.2% 33% 33% 

事業 1-3： 

乗合タクシーの利用促進と運行事業者の負担

軽減 

②市民・交通事業者・地域・関係団

体が連携し、多様な移動手段で支

える地域公共交通 

③ 路線バス・乗合タクシーへの

市民 1人当たりの公的資金投

入額 

5,200 円 5,700 円 6,000 円 
2.公共交通・移動手段と

しての担い手確保 

事業 2： 

交通事業者×地域×医療･福祉施設等の共創

による移動手段導入のしくみづくり 

基本方針２： 

まちづくりと連携

し、地域の活力につ

なげる地域公共交通

サービス 

③観光客等の来訪手段の充実と地域

内移動のための多様なモビリティ

との連携 

④観光客等の公共交通利用者数 

（快速あまくさ号、天草宝島ライ

ン、湯島～江樋戸航路（島民以

外）） 

105,671 人 140,700 人 148,400 人 

3.観光需要の取込み 

事業 3-1： 

観光客をターゲットとした公共交通機関と 

各種モビリティとの連携 

快速あまくさ号 92,140 人 125,000 人 132,200 人 
事業 3-2： 

港・航路を活かした連携強化 
天草宝島ライン 3,140 人 5,300 人 5,800 人 

湯島～江樋戸航路（島民以外） 10,391 人 10,400 人 10,400 人 

④拠点性を高め、地域の魅力・活力

向上につながる地域公共交通 
⑤公共交通カバー率 95% 99% 99% 

4.まちの将来像を見据え

た交通網の形成 

事業 4： 

需要に応じた適切な交通モードでの再編 

基本方針３： 

使いたくなる地域公

共交通を一緒に考え

使って守る、持続的

に未来につなげる仕

組みづくり 

⑤まずは知ることから！知って、使

って、改善して守る地域公共交通 

⑥公共交通サービスに関する 

認知度 
- 61% 75% 5.情報提供・利用案内 

事業 5-1： 

来訪者をターゲットとした移動手段に関する

情報ポータルサイトの構築 

事業 5-2： 

市民・世帯をターゲットとした公共交通に関

する情報発信 

⑥市民・交通事業者・地域が、将来

について一緒に考え、使って守る

意識を醸成 

⑦公共交通の利用者数 

（路線バス・乗合タクシー・湯島

～江樋戸航路（島民）） 

146,437 人 147,300 人 144,400 人 

6.利用機会の創出 

事業 6-1： 

意見交換会の実施 

事業 6-2： 

乗り方教室の実施 路線バス 121,821 人 109,600 人 104,100 人 

乗合タクシー 9,867 人 25,400 人 29,100 人 事業 6-3： 

市内での消費活動と連携した利用促進 湯島～江樋戸航路（島民） 14,749 人 12,300 人 11,200 人 
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第5章 計画の目標と目標達成のための施策事業

【測定方法】 

評価指標 使用データ・算出方法 

①公共交通に対する満足度 

【使用データ】 
現況値は、上天草市第3次総合計画の策定に当たり実施した「上天草市まちづくりアンケート調査」 

目標値は、上天草市政に関する「市民意識調査」で把握。※令和5年度より項目を追加 

【算出方法】 アンケート調査により、公共交通サービス全体に対する満足度を把握します。 

②路線バス・乗合タクシーの収

支率 

【使用データ】 路線バス等維持事業に係る交付金充当計画明細表、乗合タクシー年間運行実績 

【算出方法】 
路線バスの収支率は、本市に関連する系統で他市と跨り運行する部分も含んだ収支率「経常収入/経常費用」、 

乗合タクシーの収支率は「利用者支払運賃/メーター運賃」により算出します。 

③路線バス・乗合タクシーへの

市民 1 人当たりの公的資金投入

額 

【使用データ】 路線バス等維持事業に係る交付金充当計画明細表、乗合タクシー年間運行実績及び、総人口 

【算出方法】 路線バス及び乗合タクシーの運行に当たり補填している金額を市の総人口で除して算出します。 

④観光客等の公共交通利用者数 

(快速あまくさ号、天草宝島ライ

ン、湯島～江樋戸航路(島民以

外)) 

【使用データ】 快速あまくさ号、天草宝島ライン輸送実績、湯島商船旅客数輸送実績 ※10～9月の年度集計 

【算出方法】 
快速あまくさ号の利用者数、天草宝島ラインの松島港（前島）乗船人数、湯島商船の利用者数から島民利用者数

を差し引いた値で算出。 

⑤公共交通カバー率 

【使用データ】 行政区別の人口調べ（各年4月1時点） 

【算出方法】 

公共交通空白地域は、各行政区内の地域が既存の路線バスのバス停より半径400ｍ以遠かつ乗合タクシーの区域

運行エリアを除く行政区として位置付けています。行政区別の人口調べ（各年4月1時点）により、公共交通空

白地域に該当する行政区の人口を除いた、全市に対する人口割合を公共交通カバー率として算出します。 

⑥公共交通サービスに関する認

知度 

【使用データ】 上天草市政に関する「市民意識調査」※令和５年度より項目を追加 

【算出方法】 アンケート調査により、公共交通サービス（運行状況や利用方法など）の認知度を把握します。 

⑦公共交通の利用者数 

(路線バス、乗合タクシー、湯島

～江樋戸航路(島民)) 

【使用データ】 
路線バス等維持事業に係る交付金充当計画明細表、乗合タクシー年間運行実績、湯島商船旅客数輸送実績 

※10～9月の年度集計 

【算出方法】 
各実績データより、路線バス及び乗合タクシーの利用者数、湯島商船の利用者数のうち島民利用者数を把握しま

す。 
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5.2 施策･事業展開 

施策 1：路線バス・乗合タクシー等の維持・確保 

事業1-1：路線バスの運行改善 

【実施主体】市・交通事業者 

【事業内容】 

■効率的な運行ルート・ダイヤの見直し 

路線バス及びコミュニティバスが運行されている地域において、生活交通導入フローに従い、運行継続基

準を満たさない路線については、運行改善の可能性を探ります。 

運行改善に当たっては、利用実績を分析した上で、運行ルートの変更や短縮、運行ダイヤの見直しなどを

行い、利便性に配慮しつつ、運行の効率化を図ります。 

■需要に応じた車両適用とバリアフリー化 

路線バス及びコミュニティバスの運行改善の方法の一つとして、利用需要に合わせた車両のダウンサイジ

ングがあります。 

車両のダウンサイジングにより、運行経費の低減やドライバー不足対策にも繋がることが考えられます。

ただし、車両のダウンサイジングには新たな車両を準備する必要があるため、車両更新時期と合わせること

や、バリアフリー車両の導入などによる国の補助事業の活用も含め、交通事業者と協議・調整のもと、検討

を行います。 

これらと併せて、車両の更新の際は、電気自動車などの環境負荷を低減する車両の導入検討を行います。 

参考 熊本都市バスで実施された車両小型化 

出典：熊本都市バス株式会社 

目標①：高齢者等の運転免許証を持たない交通弱者の生活移動の確保 
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第5章 計画の目標と目標達成のための施策事業

事業1-2：乗合タクシーの運行効率化 

【実施主体】市・交通事業者 

【事業内容】 

■効率的な運行エリア・乗降場所の設定 

乗合タクシーの乗合率を高め、継続運行を行うため、運行効率化を図ります。 

人口減少に伴い、主な利用者層である高齢者人口も減少していくことから、交通弱者の人口規模を踏まえ

た運行エリアの設定や統合を行い、乗り合って利用される環境を整備します。 

また、交通結節点となる乗降場所においては、快適な待合環境の整備を行います。 

■新規車両導入の検討 

乗合タクシーの運行エリアを拡大し、利用対象者を増加させ、乗合率の上昇を目指すことで、1便当たり

の利用者が４人を超える状況が発生した場合には、運行地域の道路状況を踏まえた上で、ジャンボタクシー

車両の活用・導入の検討を行います。 

新たに車両を購入する際には、交通GXやSDGs、ゼロカーボンシティへの取組、事業用EV車の市場

拡大（価格低下）の状況も見据え、各種補助事業の活用や企業とのタイアップの可能性を含め、電気自動車

などの環境負荷を低減する車両の導入検討を行います。 

事業1-3：乗合タクシーの利用促進と運行事業者の負担軽減 

【実施主体】市・交通事業者 

【事業内容】 

■支払方法の工夫 

 現在、乗合タクシーは現金払いが多いことに加え、利用地区に応じた料金設定により複雑化していること

から、乗務員の負担にもなっています。 

そこで、乗務員と利用者の双方の支払い時の負担軽減となる取組として、回数券やサブスクリプションの

導入検討を行います。 

 サブスクリプションであれば、利用者としては利用すればするほどお得となるため、利用促進にもつなが

るほか、運行継続基準である収支率33％を満たす金額設定と必要購入人数が明確になります。 

表 運行継続基準を満たす金額設定と必要購入人数（令和3年度実績の場合） 

※令和3年度実績のひと月当たりの延べ利用者822人 

メーター運賃 市補助額 運賃収入 収支率

令和3年度実績  １0,52７,5６0  ７,４４８,5６0  3,0７９,000 2９.2％

運行継続基準を満たす
運賃収入

 １0,52７,5６0  ７,053,４６5  3,４７４,0９5 33.0％

↓

月々必要な運賃収入  2８９,50８ /月

１人/月当たりの金額  １,000 の場合  １,500 の場合

必要購入人数 2９0人 １９3人

サブスクリプションの設定金額例
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■AI デマンドシステムの導入検討 

 令和5（2023）年10月から上島地域への乗合タクシーの導入、ドア toドアでのサービス提供を開始

するに当たり、配車時間やルート設定などが複雑化することが懸念されます。運行効率化を図り、運行事業

者の負担を軽減するための取組として、AI デマンドシステムの導入に向けて運行事業者との協議・調整や

費用対効果の検証を行います。 

令和3（2021）年度に教良木河内地区でのAI デマンドシステムの実証運行の結果を踏まえつつ、本市

で運行している乗合タクシーの運行方法（運行時間を定め予約がある便のみ運行）に合ったシステムとする

必要があります。 

図 AI オンデマンド交通のイメージ 

出典：国土交通省「日本版MaaSの推進」 

■交通系 ICカード等のキャッシュレス決済の導入検討 

 本市では運転免許証自主返納者に対し、公共交通の利用促進策の一つとして交通系 ICカード（くまモン

ICカード）を交付しているものの、乗合タクシーでは交通系 ICカードは利用できません。交通弱者となる

運転免許証返納者への取組みとの連携を図り、支払方法の簡略化による利便性の向上に加え、利用データの

取得による利用者数等の報告手間の軽減化、利用傾向の把握など、運行見直しの方針検討にも役立つことが

期待されるキャッシュレス決済の導入検討を行います。 

また、キャッシュレス決済によるデジタル化を進めることで、前述したAI デマンドシステムと連動した

システムや、MaaSの実現に向けた受入体制の向上も期待されます。 

図 運転免許証自主返納者を対象としたくまモンの ICカード交付事業 
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第5章 計画の目標と目標達成のための施策事業

施策 2：公共交通・移動手段としての担い手確保 

事業2：交通事業者×地域×医療･福祉施設等との共創による移動手段導入のしくみづくり 

【実施主体】市・交通事業者・地域住民・関係団体 

【事業内容】 

■担い手確保に向けた調査・検討 

 現在、乗合タクシーの担い手である市内のタクシー事業者をはじめ、交通事業者では担い手不足が深刻化

しています。一方、タクシーは観光客の地域内での移動手段としても重要な役割を果たしており、観光振興

面でも欠かせないものとなっています。 

地域内での移動手段を確保・維持するため、各種移動手段に関わる担い手確保に向けた調査・検討を進め

ます。担い手確保の方法として、乗合タクシー事業者同士による共同運営体（仮）の導入や、行政区単位な

ど地域主体の移動手段、医療･福祉施設が実施する既存の輸送サービスの活用による自家用有償運送などを

想定します。自家用有償運送を検討する場合にも、運行管理や車両整備管理をタクシー事業者等に委託し、

公共交通事業のノウハウに関する協力得て行う、事業者協力型自家用有償運送を想定し、交通事業者や地

域、各種施設との共創・連携による方法について、調査・検討を行います。 

図 自家用有償運送事業者協力型のスキーム案 

事業主体

上天草市、社会福祉協議会、
NPO団体、新たな団体 など

ドライバー/車両

住民ボランティア

利用者

住民

輸送サービス

運行管理責任者
運行管理／車両整備管理

タクシー事業者
(一定規模以上)

施設送迎ドライバー

運賃

保険登録

委託

配車・
運行管理

運行報告

予約
（予約）

地元企業

・団体
協賛

目標②：市民・交通事業者・地域・関係団体が連携し、多様な移動手段で支える地域公共交通 
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出典：国土交通省「多様なサービスに関する地域の関係者との連携事例と検討のモデル案」 

■既存輸送サービスの活用可能性調査 

 現在、病院や老健施設などでは利用者を対象に送迎サービスを実施しています。これらの施設に対して、

施設ごとの送迎サービスの負担軽減や、利用者が施設利用以外の用途でも利用できるものとするための自家

用有償運送としての運用の可能性についての意向、有償運送とする場合の条件などについて調査を行いま

す。 

また、現在、本市には介護タクシー事業者がないため、移動に介助が必要な方の移動手段として、福祉車両

を保有している施設には福祉有償運送としての運用の可能性についての意向を伺うなど、様々な移動手段の

導入に向けた調査・検討を行います。 

【千葉県銚子地区での事例】 
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第5章 計画の目標と目標達成のための施策事業

施策 3：.観光需要の取込み 

事業3-1：観光客をターゲットとした公共交通機関と各種モビリティとの連携 

【実施主体】市・交通事業者・観光関連団体及び企業 

【事業内容】 

観光客の移動手段を向上させるため、交通結節点からの自由度の高い二次交通手段として、レンタカーや

レンタサイクルなどの各種モビリティサービスの拡充や連携強化に係る関係機関との協議を行います。 

併せて、これらのモビリティサービスの利用料金の割引サービスを提供するなど、利用促進が期待される

サービスについても、関係機関と連携して検討を行います。 

また、二次交通手段に電動小型モビリティや電動トゥクトゥクなどを活用することで、SDGsの観点やゼ

ロカーボンシティの取組に寄与するとともに、利用者にとっても非日常体験として利用されることが期待さ

れます。天草地域では自転車ネットワーク計画を策定し、快適な自転車走行環境の整備なども進めているた

め、サイクリング需要の拡大も期待されます。 

目標③：観光客等の来訪手段の充実と地域内移動のための多様なモビリティとの連携 

連携 

図 ミオ･カミーノ天草へのアクセスとレンタル案内    出典：ミオ･カミーノ天草HP 

図 超小型モビリティの観光利用の活用例 

出典：国土交通省資料 

図 電動トゥクトゥクレンタルサービス 

出典：ながと観光なびHP 
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事業3-2：港・航路を活かした連携強化 

【実施主体】市・交通事業者 

【事業内容】 

 上天草市グランドデザインにおいて、重点整備地域に位置付け、観光ブランド力を活かした地域産業の活

性化、観光需要拡大を目指している前島地区への来訪者のアクセス性を強化します。 

 JR三角駅、三角港からのアクセス強化として、路線バスの延伸や航路の天草宝島ラインの増便など、港

や航路を活かした連携による需要拡大を目指します。 

 また、熊本市の桜町バスターミナルから天草市の本渡まで運行している快速あまくさ号も、現在、新型コ

ロナウイルス感染症等の影響を受け、減便して運行していますが、来訪者の需要の回復・向上に合わせて便

数の回復を目指します。 

三角⇔さんぱーる

の路線を松島港

（前島）まで延伸 

三角～松島航路

を強化 

写真 天草宝島ライン 
図 令和9（2027）年度時点の将来像 

写真 JR三角駅 
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第5章 計画の目標と目標達成のための施策事業

施策 4：. まちの将来像を見据えた交通網の形成 

事業4：需要に応じた適切な交通モードでの再編 

【実施主体】市・交通事業者 

【事業内容】 

本計画内で定める路線バス等の運行継続基準は、当該路線バス等の運行の見直し・廃止等を検討するため

の判断指標です。 

この基準を満たさない場合には、運行見直しや利用促進を実施し、それでも改善が見込まれない場合に

は、地域の交通資源の有効活用や地域主体の地域公共交通を導入するなど、適切な運行形態に転換します。 

また、地域の将来の人口予測や生活移動などを考慮することも重要となるため、地域の実情に合った地域

公共交通の果たすべき役割を明確にしつつ、輸送サービスの最適化を目指します。 

まずは、上島地域の一部路線を除いた路線バス及びSUNまりんバス（登立循環）を廃止し、乗合タクシ

ーへの再編を令和5（2023）年10月から実施します。 

※巻末-76「表 路線バスの運行継続基準に対する方針」参照 

図 令和5（2023）年10月の再編図 

目標④：拠点性を高め、地域の魅力・活力向上につながる地域公共交通 

令和5（2023）年10月からの路線図 現在の路線図（令和5（2023）年3月時点） 

乗合タクシー

乗合タクシー乗降場所
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施策5：. 情報提供・利用案内 

事業5-1：来訪者をターゲットとした移動手段に関する情報ポータルサイトの構築 

【実施主体】市・交通事業者・観光関連団体及び企業 

【事業内容】 

 上天草市へのアクセス方法や、市内を運行する公共交通だけでなく、来訪者が利用可能な様々なモビリテ

ィサービスなど、多様な移動手段に関する情報を統括したポータルサイトを構築します。 

誰もが分かりやすい見た目のサイトにすることで、本市へ来訪される幅広い年代に利用しやすいものとし

ます。また、観光客や移住希望者などの来訪者にも見つけやすいよう、観光分野や移住関連のＨＰにもリン

クし、本市に関心のある人の目に留まり、活用されるものとします。このような情報サイトが整備されてい

ることで、来訪者に安心感を与えます。 

 図 交通ポータルサイト例 

出典：飯綱町ホームページ 

目標⑤：まずは知ることから！知って、使って、改善して守る地域公共交通 
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第5章 計画の目標と目標達成のための施策事業

事業5-2：市民・世帯をターゲットとした公共交通に関する情報発信 

【実施主体】市・交通事業者 

【事業内容】 

■高齢者をターゲットとした公共交通の利用方法リーフレットの作成 

 高齢者の中には、乗合タクシー等の公共交通を利用したいが、その利用方法が分からないことが理由で利

用していない人が多くいます。それが、外出機会の減少につながっているケースもあり、公共交通の利用方

法を知ってもらうとともに、予約から降車までの具体的なイメージができ、利用してみようと思ってもらえ

るような高齢者向けのリーフレットを作成します。 

 別途、事業6-2のうち高齢者向けの乗り方教室でも配布し、直接説明し、実際に利用体験してもらうこ

とで、継続的な利用を促すための周知用の媒体として活用します。 

図 乗合タクシー利用方法パンフレット例 

出典：西条市HP 
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■世帯をターゲットとした公共交通だよりの定期的な発行・配布 

 市民の公共交通に対する関心度を高めるため、公共交通に関する情報を定期的に発信します。多くの方に

公共交通の利用状況や最新の動向などをお知らせすることで、“公共交通は皆でつくり、守り育てていくも

の”という意識を醸成します。 

市民1人が年1回マイカーの利用を控えバスを利用するだけでも約3百万円超の市の運行補助金額が軽

減され、他の行政サービスに回すことができ、福祉サービス等の充実に繋がります。また、公共交通を利用

した外出は、ゼロカーボンシティの実現やSDGsへの取組、環境対策などの様々な事業に寄与します。 

図 上天草市公共交通だより 令和4年度 vol.1 
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第5章 計画の目標と目標達成のための施策事業

施策 6：.利用機会の創出 

事業6-1：意見交換会の実施 

【実施主体】市、交通事業者、地域住民、庁内関係部署 

【事業内容】 

 公共交通を維持・継続していくためには、市民・交通事業者・地域・関係機関等が一緒に考え、必要な移

動手段を守っていくという意識の醸成が必要です。 

利用されるサービスのあり方、効果的な利用促進策、乗合率を高めるために必要な対策など、移動手段を

必要としている高齢者の方をはじめとした地域住民や、移動手段の担い手である交通事業者などとの意見交

換会を実施します。 

また、スクールバスの運行委託を行う教育委員会、観光面や福祉面に携わる庁内の部署との意見交換会を

実施し、情報を共有しながら、事業を円滑に推進していくとともに、連携の可能性を探ります。 

事業6-2：乗り方教室の実施 

【実施主体】市、交通事業者、福祉関連団体 

【事業内容】 

■高齢者を対象とした買い物ツアーとしての利用体験 

 社会福祉協議会が主催する健康講座と併せて、乗合タクシーを利用した買物ツアーを実施し、実際に体験

してもらうことで、利用方法についての理解を深めます。また、公共交通利用意識の変化を把握するため、

事前・事後にアンケート調査を実施し、改善を図りつつ他地域に展開していきます。 

写真 高齢者向けバスの乗り方教室実施例 

出典：サンデン交通株式会社HP 

目標⑥：市民・交通事業者・地域が、将来について一緒に考え、使って守る意識を醸成 
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■若年者を対象とした乗り方教室の実施 

 園児などを対象に、バスに興味を持ち、乗り物に乗る楽しさを知り、バスと触れ合ってもらうための乗り

方教室を実施します。バスの乗り方を紙芝居などで分かりやすく紹介し、実際に乗車体験として、整理券を

とったり、降車ボタンを押したり、子供にとって、楽しい体験とします。 

 令和元（2019）年度の実施時に参加された保護者のなかには、「これからバスに乗ってみたいと思っ

た。」などの声もあり、利用促進の訴求につながることが期待されます。 

 また、運転席に座って記念写真を撮影するとともに、クラクションの位置を知ってもらうことで、バス車

内に取り残された時など、もしもの時の対応も覚えてもらうことにも効果的です。 

写真 令和元（2019）年度のバスの乗り方教室の実施状況 

事業6-3：市内での消費活動と連携した利用促進 

【実施主体】市、交通事業者、関連施設 

【事業内容】 

上天草市では無料コミュニケーションアプリ「LINE」を活用し、「LINE ショップカード」を使った

LINE@上天草ポイント制度を実施しています。 

LINE@上天草ポイント制度は、市のイベント参加や献血、図書館で借りた本を期限内に返却などを行っ

た時に、LINE@上天草を友だち登録したスマートフォンでQRコードを読み取ると、ポイントが「LINE」

のアプリに貯まり、25ポイントで地元商品券などに交換できる仕組みです。 

このポイントサービスを活用し、公共交通利用促進キャンペーン期間

を設け、市内を運行するSUNまりんバスや乗合タクシー、湯島航路を

利用することでポイントを付与し、利用促進を図るとともに、市内での

移動や消費活動を促進できるものとして導入に向けて、関係機関と協議

を進めます。 

図 スタンプカードイメージ   

図 LINE@上天草でポイントの概要        図 25ポイントで交換できる商品券など     
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5.４ 計画の推進体制 

（1）推進体制 

 目標達成に向けた施策･事業の実施に当たり、『地域（市民、地元企業･団体）』、『交通事業者（バス、

タクシー、航路）』、『行政（上天草市、道路管理者、交通事業者）』が連携し、適切な役割分担と各自の

積極的・主体的な関与のもとで施策を展開していく必要があります。 

 そのためには、地域公共交通に対する認識を共有し、地域における課題、地域公共交通のあり方について

継続的な協議による合意形成のもと、必要な施策･事業を確実に実施していきます。 
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第5章 計画の目標と目標達成のための施策事業

（2）PDCA サイクルによる評価・検証 

本計画で設定した目標達成のための施策・事業は、社会経済情勢や利用者ニーズ、行政の財政状況等の地

域公共交通を取り巻く状況の変化に応じて、適宜見直し、改善を行うことが需要です。 

このため、適宜適切な時期にモニタリングを行いながら、PLAN（計画）、DO（実施）、CHECK（評

価・検証）、ACTION（改善）からなるPDCAサイクルを実施し、必要に応じて施策・事業の見直し・改

善を図り、計画を推進します。 

なお、計画の達成状況の進捗管理や評価・検証は、上天草市地域公共交通活性化協議会で行うこととし、

年数回開催します。 

Ｐｌａｎ
計画

実施評価・検証

改善

ＤｏＣｈｅｃｋ

Ａｃｔｉｏｎ
計画の立案
改善・見直し計画の
立案

計画に従った
事業・施策の実施

評価を踏まえた
改善・見直しの実施

達成の進捗状況の
確認・評価

計画立案
（事業計画･
見直し計画）

事業実施

モニタリング
評価

改善･見直し

上天草市
地域公共交通
活性化協議会

法定計画

作成

次年度

予算の議決

⇒

引き続き

推進

必要に応じ補

正予算措置

必要に応じ補

正予算措置

必要に応じ補

正予算措置

事業の実施状況や、必要に応じて協議会開催（年に１～２回程度）
年度末

開催

議決

６月

定例会

９月

定例会

12月

定例会

3月

令和4年度

必要に応じ補

正予算措置

必要に応じ補

正予算措置

必要に応じ補

正予算措置

3月

令和5（2023）年度
3月12月

予算編成 議決

4月 5月 2月

12月

定例会

予算編成

３月

定例会

令和6（2023）年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月6月

６月

定例会

事業の実施状況や、必要に応じて協議会開催（年に１～２回程度）

1月7月

次年度

予算の議決

市議会

8月 9月 10月 11月

９月

定例会

次年度予算

年度末

開催

３月

定例会

Ｃｈｅｃｋ

Ａｃｔｉｏｎ

Ｄｏ

適宜データ等取得

Ｄｏ

Ｐｌａｎ Ｐｌａｎ

適宜データ等取得 Ｃｈｅｃｋ

進捗状況の確認

次年度実施計画及び予算案の承認

Ａｃｔｉｏｎ

進捗状況の確認

次年度実施計画及び予算案の承認

次年度予算要求 次年度予算要求
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（3）達成状況の評価 

 本計画の達成状況については、評価指標に基づき、定期的に評価・検証を行います。 

評価指標は、毎年把握したうえで、中間年の令和7（2025）年度と最終年の令和9（2027）年度に目

標値に対する達成状況を評価します。 

評価指標以外にも、路線バス及び乗合タクシーの運行継続基準や、各施策・事業の進捗状況及び特定の事

業については下表に示すモニタリング指標の数値を確認し、上天草市地域公共交通活性化協議会で共有し、

必要に応じて計画の見直しについても検討を行います。 

表 路線バス・乗合タクシーの運行継続基準 

運行継続基準 算出方法 評価時期 

路線バス 

平均乗車密度 

1.0 人以上 路線バス等維持事業に係る交付金充当計

画明細表により把握します。 

毎年 

1 日当たりの 

輸送量 3.0 人以上 
毎年 

乗合タクシー 収支率 33％以上 
乗合タクシー年間運行実績より把握しま

す。 
毎年 

表 モニタリング指標 

事業 モニタリング指標 

事業 3-1： 

観光客をターゲットとした公共交通機関と各

種モビリティとの連携 

交通結節点における二次交通手段のサービス

実施状況（種類・台数・利用者数） 

事業 5-1： 

来訪者をターゲットとした移動手段に関する

情報ポータルサイトの構築 

情報ポータルサイトへのアクセス数 

事業 6-1： 

意見交換会の実施 
実施回数、参加者数 

事業 6-2： 

乗り方教室の実施 
実施回数、参加者数 
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参考資料

参考資料  

参考資料 1 計画策定の経緯 

年 月日 項目 計画策定スケジュール 

令
和
4
 

（
2
0
2
2
）
年
 

6 月 24日 
令和4年度第1回 

上天草市地域公共交通活性化協議会 

・上天草市地域公共交通計画策定業務の

進め方について 

9月～ 

住民アンケート調査 

交通事業者ヒアリング調査 

関係団体ヒアリング調査 

10月13日 
令和４年度第２回 

上天草市地域公共交通活性化協議会 

・上位・関連計画の整理 

・基礎データの整理 

・現状分析・課題の整理（中間） 

11月25日 
令和４年度第３回 

上天草市地域公共交通活性化協議会 

・現状分析・課題の整理 

・上天草市地域公共交通計画の基本方針 

令
和
5
 

（
2
0
2
3
）
年
 

1 月 11日 
令和４年度第４回 

上天草市地域公共交通活性化協議会 
・上天草市地域公共交通計画（素案） 

1月 23日～ 

2月 17日 
パブリックコメント  

3 月上旬 
令和４年度第5回 

上天草市地域公共交通活性化協議会 

・パブリックコメントの結果報告 

・上天草市地域公共交通計画（案） 
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参考資料 2 上天草市地域公共交通活性化協議会規約 
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参考資料
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参考資料

参考資料 3 上天草市地域公共交通活性化協議会委員名簿 

役割 所属（役職） 氏名 種別 

会長 
熊本大学くまもと水循環・ 

減災研究教育センター教授 
柿本  竜治 規約 第 4条（8） 

副会長 上天草市企画政策部長 坂田 結二 規約 第 4条（1） 

委員 

九州運輸局熊本運輸支局 

首席運輸企画専門官（輸送・監査担当） 
田村 正宜 

規約 第 4条（2） 
九州運輸局熊本運輸支局 

首席運輸企画専門官（企画調整担当） 
白石 勇人 

産交バス株式会社 

三角営業所長 
木本 三津子 規約 第 4条（3） 

(有)松島タクシー代表取締役 福山 佳奈 規約 第 4条（4） 

（一社）熊本県バス協会 専務理事 冨田 廣志 規約 第 4条（5） 

（一社）熊本県タクシー協会 事務局長 齊藤 ゆか 規約 第 4条（5） 

全九州産業交通労働組合 

副執行委員長 
貢 博之 規約 第 4条（6） 

上天草市区長連合会会長 

大矢野支部代表理事 
福田  津奈男 

規約 第 4条（7） 

上天草市区長連合会副会長 

阿村・教良木河内支部代表理事 
藤本 力 

上天草市区長連合会副会長 

姫戸支部代表理事 
山下 幸盛 

上天草市区長連合会副会長 

龍ヶ岳支部代表理事 
瀬脇 庫一 

上天草市社会福祉協議会事務局長 靜谷 正幸 

上天草市商工会事務局長 舛本 伸弘 

天草広域本部 

土木部維持管理課長 
原田 修一 規約 第 4条（8） 

上天草警察署 

地域交通課兼警備課長 
吉田 誠 規約 第 4条（8） 

宇城市市長政策部企画課長 福田 真治 

オブザーバー 
天草市地域振興部地域政策課長 大石 明彦 

熊本県企画振興部交通政策・統計局 

交通政策課長補佐 
高松 江三子 

上天草市経済振興部長 山本 一洋 

庁内関係部署 上天草市健康福祉部長 濵﨑 裕慈 

上天草市教育部長 赤瀬 耕作 

事務局 上天草市企画政策課  事務局 

令和5（2023）年3月時点 
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参考資料 4 用語解説 

AI デマンドシステム 

予約型乗合タクシーの運行において、AI を活用

した効率的な配車により、利用者予約に対し、リ

アルタイムに最適配車を行うシステム

GX（グリーントランスフォーメーション） 

温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギーな

どのグリーンエネルギーに転換することで、地球

環境をトランスフォーメーション、変革させると

いう概念

MaaS 

公共交通を含めた、自家用車以外の全ての交通手

段による移動を1つのサービスとして捉え、シ

ームレスにつなぐ移動の概念、またそれを目的と

したサービス 

SDGs 

2030年までに持続可能でよりよい世界を目指

す国際目標 

医療 MaaS 

医療・ヘルスケアと移動を掛け合わせたサービ

ス。医療に機動性を持たせ、オンライン診療だけ

でなく、様々な医療機能を搭載した車両で、医師

や看護師、検査技師が移動し、診療や検査を実施

するなど 

オンデマンド交通 

利用者による予約や要望があった時にのみ運用す

る公共交通システム 

カーシェアリング

事業者が提供する車を利用して、ドライバーと貸

出できる車両をマッチングするサービス 

グリーンスローモビリティ 

時速20km未満で公道を走ることができる、電

動車を活用した小さな移動サービス 

交通系 IC カード 

あらかじめカードに現金をチャージしておき、カ

ードを改札にかざすことで自動的にお金が引き落

とされ、電車やバスなどの交通機関に乗ることが

できる 

サブスクリプション 

定期的に料金を支払い利用するコンテンツやサー

ビスのこと（一定金額で鉄道やバスなどの交通機

関に乗り放題となるなど）

コネクテッドカー 

インターネットへの常時接続機能を具備した自動

車

ゼロカーボンシティ 

ゼロカーボンとは二酸化炭素の排出量を実質ゼロ

にすることで、首長の会見や各自治体のホームペ

ージなどで「2050年までにゼロカーボンを目

指す」と表明した自治体 

超小型モビリティ 

自動車よりコンパクトで小回りが利き、環境性能

に優れ、地域の手軽な移動の足となる１人～２人

乗り程度の車両 

空飛ぶクルマ 

少人数の定員で自動車のように日常的に利用がで

きる、空中を移動可能な乗り物 
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巻末1 上位・関連計画の整理

巻末資料 

巻末 1 上位・関連計画の整理 

上天草市地域公共交通計画を策定に当たり、計画の方針や取組みについて、反映すべきもの、整合を図る

べきものとして、地域公共交通に関連する内容を含む、上位・関連計画の内容を整理します。 

表 上位・関連計画の一覧 

NO 計画名 策定年月（計画期間） 

1 上天草市第2次総合計画 

平成26（2014）年3月 

（平成26（2014）年度～ 

令和5（2023）年度） 

2 第 2期上天草市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

令和2（2020）年3月 

（令和2（2020）年度～ 

令和6（2024）年度） 

3 上天草市グランドデザイン 平成25（2013）年2月 

4 第 2期上天草市公立学校規模適正化基本計画 

平成30（2018）年4月 

（平成30（2018）年度～ 

令和9（2027）年度） 

5 第 3期上天草市地域福祉計画・地域福祉活動計画 

平成30（2018）年3月 

（平成30（2018）年度～ 

令和4（2022）年度） 

6 第 3期上天草市障がい者計画 

平成30（2018）年3月 

（平成30（2018）年度～ 

令和5（2023）年度） 

7 上天草市高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画 

令和3（2021）年3月 

（令和３（2021）年度～ 

令和5（2023）年度） 

8 上天草市観光ブランディング計画 

平成30（2018）年7月 

（平成30（2018）年度～ 

令和4（2022）年度） 

9 上天草市過疎地域持続的発展計画 

令和3（2021）年9月 

（令和3（2021）年度～ 

令和7（2025）年度） 

10 上天草市SDGs未来都市計画 令和4（2022）年7月 

11 熊本県地域公共交通計画 

令和3（2021）年3月 

令和4（2022）年3月一部改訂 

（令和3（2021）年度～ 

令和7（2025）年度） 
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（１）上天草市第2次総合計画 

計画期間 平成26（2014）年度～平成35（2023）年度 

基本目標 子ども、若者、お年寄りが住みよい『活力』『誇り』『安心』に満ちたまちの実現 

まちづくり方針 未来に向けて輝く『産業』づくり 

未来に向けて輝く『人』づくり 

未来に向けて輝く『地域』づくり 

戦略シナリオ 

公共交通に 

関する施策 

●後期基本計画（令和元（2019）年度～令和5（2024）年度） 

 戦略１ 観光需要と観光消費を拡大する 

施策３ 観光動線の利便性向上による「快適さ」の確保 

１２ 利便性の高い道路交通ネットワークの充実 

〇地域公共交通網の見直し 

さんぱーるバス停を拠点とし、主に上島地域において路線バスの運行区間や経路等の見直

しを行う。併せて、各種拠点における地域公共交通相互の乗り換え情報提供や接続ダイヤ

の強化など、連携強化を図る。 

〇地域公共交通座談会の実施 

保育園児・小学生、高齢者等を対象に、地域公共交通に対する意識啓発を目的とした座談

会を実施。併せて、地域公共交通利用体験ツアーなど、地域公共交通を体験する機会を提

供する。 

〇地域公共交通だよりの発行 

地域公共交通に関する情報を定期的に発信し、市民の地域公共交通に対する意識啓発を目

的として、地域公共交通だよりを発行する。 
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巻末1 上位・関連計画の整理

（２）第2期上天草市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

計画期間 令和2（2020）年度～令和6（2024）年度 

基本目標 基本目標１ 上天草市への人の流れをつくる 

基本目標２ 安定した魅力ある雇用を創出する 

基本目標３ 市民の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

基本目標４ 魅力的な地域をつくり、安心で快適な暮らしを創出する 

取組の方向

性 

第１期総合戦略で設定した４つの基本目標を維持しつつ、さらに推進を図るため「上天

草市とつながり続ける関係人口の創出・拡大」と「市民の参画意識の醸成」を意味する

「上天草市が好きになる！」を第２期総合戦略の取組の方向性に追加します。 

公共交通に 

関する施策 

５ 実現に向けた施策 

（４）上天草市に住みたくなる！ 

イ 住みよいまちづくりの推進 

・市民と行政、そして本市に関わる様々な人がともにまちづくりのパートナーである

意識を持ちながら、地域の課題解決・目標達成に向かって知恵を出し合い、協働に

よるまちづくりを進めます。 

・更なる高齢化が進む中で、市民が安全・安心で快適な暮らしを送れるよう、道路交

通、防災等の生活基盤の整備を図るとともに、福祉及び医療を充実し、安全・安心

な社会をつくる地域の支え合いのネットワークを構築していきます。 

・個人番号カードを活用した住民サービスの展開により、安全・安心・便利な環境を

提供できるよう、内容や手法の検討を始めます。 

・将来にわたり持続可能な公共交通網の整備を進めます。 

【具体的な事業】 

◇地域の魅力ブラッシュアップ事業（上天草市じぶん学舎事業） 

◇起業家教育を活用した地域の担い手育成事業 

◇上天草高校魅力向上事業 

◇フィルムコミッション事業 ほか 
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（３）上天草市グランドデザイン 

策定年次 平成25（2013）年2月 

目指す将来像 

戦略シナリオ 

公共交通に 

関する施策 

戦略シナリオ２ 上天草らしい満足感のある定住環境の充実 

② 利便性の高い市街地、地域拠点の形成 

＜まちづくりの発展方向＞ 

○市全体を一体的に機能させる交通手段の確保 

各地域から市内主要施設へアクセスできる公共交通の利便性を確保し、市全体

の拠点を有効に機能させるまちをつくります。 
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巻末1 上位・関連計画の整理

（４）第2期上天草市公立学校規模適正化基本計画 

計画期間 平成30（2018）年度～令和9（2027）年度 

基本方針 本計画の策定においては、児童・生徒の教育環境の改善の観点を中心に据え、学校

教育の目的や目標をよりよく実現するために、これからの時代に求められる教育内容

や指導方法の改善の方向性も十分勘案しつつ、現在の教育環境の課題について「総合

的な観点」から分析を行い、保護者や地域住民と共通理解を図りながら、以下の方針

に基づき、学校規模の適正化に取り組みます。 

（１） 教育環境の充実について 

（２） 指導体制の充実について 

（３） 施設配置及び管理について 

（４） 地域コミュニティーへの配慮について 

（５） 計画の実施について 

（６） 学校の名称について 

基本計画 平成３０年度以降の具体的な統合計画 

（１）小学校の統合について 

・維和小学校・中北小学校・中南小学校を、中南小学校に統合 

・今津小学校・教良木小学校・阿村小学校を、今津小学校に統合 

（２）中学校の統合について 

・大矢野中学校・維和中学校・湯島中学校を、大矢野中学校に統合 

【小学校統合位置図】          【中学校統合位置図】 

〔留意事項〕 

・スクールバスを運行するなど、通学路の安全性の確保に関する対応を検討する必要

があります。 
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（５）第3期上天草市地域福祉計画・地域福祉活動計画 

計画期間 平成30（2018）年度～令和4（2022）年度 

基本理念及び 

基本目標 

公共交通に関す

る施策 

第４章 地域福祉計画（施策の展開） 

【基本目標３】安心して暮らせるまちづくり 

（１０）人にやさしいまちづくり 

交通安全対策の充実や防犯活動の支援・促進を図るとともに、公共施設整備に

おけるバリアフリー化のほか、地域福祉に関わるすべての人々の連携において、

高齢者や障がい者などが安全で、安心して快適に過ごせる、こころのバリアフリ

ーを推進します。 

＜取組内容＞ 

〇交通環境の整備 

交通安全意識の啓発を図るとともに、利便性の高い道路交通ネットワーク、道

路環境の整備・充実を図ります。 

・公共交通対策事業 

・乗合タクシー事業 
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巻末1 上位・関連計画の整理

（６）第3期上天草市障がい者計画 

計画期間 平成30（2018）年度～令和5（2023）年度 

基本理念及び 

基本目標 

公共交通に関す

る施策 

第４章 施策の展開 

基本目標６ 生活環境の充実 

【施策】 

（２）公共交通機関の利便性向上 

①障がい者の利用ニーズにあわせた交通手段の確保 

・民間事業者が運営する福祉タクシーに関する情報提供 

・民間事業者の福島県タクシー事業への申請等、事業化に向けた支援 

・循環バスや乗合タクシーの運行等による交通弱者への利便性の確保 
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（７）上天草市高齢者福祉計画及び第８期介護保険事業計画 

計画期間 令和3（202１）年度～令和5（2023）年度 

基本理念 高齢者が住み慣れた地域で健康に安心して暮らせる支えあいのまち 上天草 

基本目標 １．生涯現役社会の実現と自立支援、健康づくりの推進 

２．認知症になっても安心して暮らせる体制の構築 

３．在宅でも安心して暮らせるための地域づくり 

４．住民の希望、地域の実情に応じた多様なサービス基盤の整備・活用 

５．介護サービスの質の確保・向上や多様な介護人材の確保・定着 

施策の体系 

公共交通に関す

る施策 

第４章 基本理念の実現に向けた施策の展開 

４．住民の希望、地域の実情に応じた多様なサービス基盤の整備・活用 

３ 高齢者の移動手段の確保 

上天草市第２次総合計画における戦略目標の一つ「高齢社会に備えた安心、便

利な生活基盤をつくる」の中に、「利便性の高い道路交通ネットワークの充実」

があります。ニーズ調査の結果を見ると、前回と同様、移動手段として「自動車

（自分で運転）」が 52.7％と最も高く、次いで、「徒歩」の 32.9％となって

いますが、今後、免許返納者や、長距離の徒歩が困難になる高齢者の増加が予想

されます。3 番目は「自動車（人に乗せてもらう）」となっており、公共交通の

利用は少ない状況です。高齢者の移動手段について、担当課や関係機関と連携を

図りながら、住み慣れた地域で買い物等の日常生活を行うための移動手段確保に

努めます。 
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巻末1 上位・関連計画の整理

（８）上天草市観光ブランディング計画 

計画期間 平成30（2018）年度～令和4（2022）年度 

ブランド 

コンセプト 

○「予想の斜め上をいく」という使われ方として、「斜め上」という言葉は三省堂

「今年の新語 2015」の10 位に挙がるほど、日本語として定着しつつある。 

○上天草市の観光ブランディングとして「予想の斜め上」というコンセプトを官民一

体となってアイデアを出し合い、モノ、トコロ、コト、ヒトの全てにおいて「ナナ

メ上」の取り組みをしていく。 

○上天草市には、「ナナメ上」なモノやコトがすでに存在しており、それらを１つの

アイデンティティとしてまとめることによって、ブランド形成を促す。 

○このコンセプトには、上天草市の場所も明示しており、天草地域全体からみて上天

草市が「斜め上」にあるということを知ってもらうための意味も含まれている。 

ブランディング

の展開方法 

公共交通に 

関する施策 

プログラム 市民及び観光事業者等とのブランドコンセプトの共有 

アクション② 地域資源の磨き上げ 

取組案：着地型旅行商品の開発 

滞在型観光を推進するため、旅行会社等と連携して着地型旅行商品の開発を行

う。 

（例：農業・漁業体験、観光ガイドを活用した観光タクシーの開発など） 

取組案：1次交通及び2次交通網の利便性向上につながる取組の推進 

公共交通機関の利用促進及び公共交通機関を利用する旅行商品を開発する。 

（例：快速バス「快速あまくさ号」を活用した旅行商品開発（バス＋観光施

設）、公共交通機関を活用したアクセスの方法の周知強化など） 
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（９）上天草市過疎地域持続的発展計画 

計画期間 令和3（2021）年度～令和7（2025）年度 

基本方針 （ア）活力ある産業づくり 

（イ）安心・快適な生活環境づくり 

（ウ）機能的な社会基盤づくり 

（エ）環境と共生のまちづくり 

方針 ５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

当市の公共交通については、平成３０年３月に、市民や観光客の利便性向上また高

齢化や過疎化等の地域の実情を考慮し、持続可能な生活交通体系の創出を目的とした

「上天草市地域公共交通網形成計画」を策定し、生活交通の効率的な運行に向けて取

り組んでおり、引き続き適切に運行を実施していく。そのほか、航路（船舶及び航空

機）については、関係事業者と調整・協議しながら、運航の継続に努める。 

公共交通に 

関する施策 

陸上交通について、路線バスの運行については、上天草市地域公共交通網形成計画

に基づき、利便性の向上及び利用促進のため、行政、市民、運行事業者等が一体とな

って取り組み、利用状況等に応じて運行形態の見直しを行う。デマンド型乗合タクシ

ーについては、運行における効率性かつ経済性に鑑み、便数、運行時刻、乗降方法等

について総合的に検討を行う。 

また、今後は従来の公共交通に限らず、交通事業者の参入が難しい地域を対象とし

た自家用有償旅客運送や、環境の負荷が少なく従来の公共交通を補完するグリーンス

ローモビリティの導入等、地域の実情に応じた持続可能である新たな地域公共交通に

ついて検討を行う。 

海上交通について、離島航路は島民にとって生活及び経済活動における生命線であ

ることから、安定的な移動手段の確保のため、今後も運航事業者に対する支援を継続

する。 

また、運航事業者の経営改善に向けて、運航事業者と協議・調整をしながら、離島

航路の確保に努めていく。 

空路交通について、天草空港の利用促進に当たり、航空機の修繕等への支援を行う

ことで空路の維持に協力する。 
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巻末1 上位・関連計画の整理

（10）上天草市SDGs 未来都市計画 

策定年次 令和4（2022）年4月 

今後取り組む課

題 

【経済】ア 地域資源の魅力を最大化した観光地としてのブランドづくり 

イ 地域産業・企業の多様な可能性を創造する「産業」づくり 

【社会】ア 未来を築く元気な「人（子ども）」づくり 

イ 安心・快適に暮らせる「地域」づくり 

【環境】ア 第一次産業の振興による自然環境を保持する「地域」づくり 

イ 人と環境の共生と地域内での資源の循環 

SDGｓ推進のシ

ナリオ 

三側面（経済･社

会･環境）をつな

ぐ統合的取り組

み 
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（11）熊本県地域公共交通計画 

策定年次 令和3（2021）年3月 （令和4（2022）年3月一部改訂） 

基本的な方針と

目標 

県が財政支援を

検討する施策 
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巻末2 地域の概況

巻末 2 地域の概況 

（1）地勢 

本市は、熊本県の西部、有明海と八代海が接する天草地域の玄関口に位置し、天草地域に浮かぶ大矢野

島、上島、そのほかの島々から構成されています。 

年間を通して比較的温暖な気候であり、面積は全体で126.94平方キロメートル（令和2（2020）年国

勢調査）、全体的に平坦地が少ない地勢です。また、大矢野島は比較的傾斜が緩やかな丘陵地が多く、各地

域を流れる河川の周辺には水田が広がっています。 

資料：上天草市ホームページ 

図 本市の位置 

資料：上天草市ホームページ 
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（2）人口・世帯 

①人口と年齢３区分割合の推移 

 本市の総人口は昭和55（1980）年の40,682人から令和2（2020）年の24,563人と40年間の

間に約1万6千人減少しています。また、令和7（2025）年からの将来推計を見ると今後も減少傾向が

続くことが予測されています。 

一方、高齢化率を見ると、昭和60（1985）年に16％に到達し、高齢社会に突入しています。その

後、平成7（1995）年に23％と超高齢社会に突入し、令和2（2020）年には42％まで増加するな

ど、少子高齢化の進展が著しい状況となっています。 

また、高齢化率が上昇する一方で、人口減少が進むことで老年人口は令和2（2020）年をピークに減少

していくと予測されています。 

図 本市における人口と年齢3区分割合の推移 

資料：国勢調査（昭和55（1980）年～令和2（2020）年）、 

国立社会保障・人口研究所 日本の地域別将来人口 

（令和7（2025）年～令和27（2045）年） 
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巻末2 地域の概況

②地域別人口 

 令和2（2020）年時点で大矢野町の人口は12,686人で、市内全体の半数以上が集中しています。次

に、上島地域に位置する松島町が6,400人で3割弱、龍ヶ岳町が3,285人、姫戸町が2,192人でそれ

ぞれ1割程度となっています。 

また、地域別人口の変化では、各地域とも減少傾向にありますが、平成2（1990）年に対する令和2

（2020）年の人口は、大矢野町と松島町では約7割に減少している一方で、姫戸町と龍ヶ岳町の人口の

減少幅が大きく、半分近くにまで減少しています。 

図 地域別人口割合 

資料：国勢調査（令和2（2020）年） 

図 地域別人口変化率 

資料：国勢調査（昭和55（1980）年～令和2（2020）年） 
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③人口分布 

人口分布は、全体的に広く分散し分布しており、大矢野地域では中心部に人口が集中しているものの、上

島地域においては海岸沿いにまばらに分布しています。 

なお、路線バス沿線には比較的多くの人口が分布していますが、路線バス沿線以外では低密度な状況とな

っています。 

図 人口分布（250mメッシュ） 

資料：国勢調査（令和2（2020）年）
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巻末2 地域の概況

④小地域別の将来人口 

小地域別の将来人口は、どの地域も減少することが予測されています。 

最も減少率の大きい湯島では、約20年後の令和22（2040）年には、現在（令和2（2020）年）の

約3割にまで減少、樋島や教良木では約4割にまで減少する予測となっています。 

図 小地域別の将来人口変化率（コーホート要因法） 

資料：将来人口・世帯予測プログラムより出力（国土技術政策総合研究所） 

令和2（2020）年予測 令和22（2040）年予測 

図 小地域別の将来人口（令和2（2020）年～令和22（2040）年）（コーホート要因法） 

資料：将来人口・世帯予測プログラムより出力（国土技術政策総合研究所） 
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⑤世帯数の推移 

世帯数は平成12（2000）年の11,576世帯から令和2（2020）年の10,001世帯と微減傾向とな

っています。一方で、65歳以上の単身世帯数は増加傾向にあり、全世帯に占める65歳以上の単身世帯数

割合は令和2（2020）年で約2割を占め、5世帯に1世帯は65歳以上の単身世帯となっています。 

図 本市における世帯数と高齢者単身世帯数と割合の推移 

資料：国勢調査（平成12（2000）年～令和2（2020）年） 

⑥世帯数分布 

世帯数分布も人口分布と同様に広域に分布しており、大矢野町では人口と同様に世帯数も多い傾向にあり

ます。また、世帯数の多いエリアで高齢者単身世帯数も多い傾向となっています。 

図 世帯数分布（250ｍメッシュ）    図 高齢者単身世帯数分布（250ｍメッシュ） 

資料：国勢調査（令和2（2020）年） 
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巻末2 地域の概況

（３）施設立地状況 

①施設分布図  

施設分布を見ると、大矢野町の中心部に各施設が集中していることが分かります。また、上島地域でも松

島町、松島町教良木、姫戸町、龍ヶ岳町のそれぞれの中心部に施設が集中しています。 

図 施設分布 

資料：上天草市HP、熊本県医療施設一覧、熊本県社会福祉協議会、 

金融機関・銀行検索、日本郵政グループ 

（施設分類）

教育施設
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商業施設

金融施設
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②各施設配置 

【行政機関、スポーツ･文化施設等】 

資料：上天草市HP 

【教育施設】 

資料：上天草市HP 

【医療施設】 

資料：熊本県医療施設一覧 

【福祉施設】 

資料：熊本県社会福祉協議会 
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巻末2 地域の概況

【商業施設】 

資料：i タウンページ、JAあまくさ 

【金融施設】 

資料：金融機関・銀行検索、日本郵政グループHP
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（4）観光動向 

①観光施設分布 

 観光施設分布を見ると、観光施設は全域に広く分布していることが分かります。その多くが路線バスの沿

線上に存在していますが、一部路線バス沿線に位置していない状況です。また、レジャー施設や自然関連の

施設が多く立地しています。 

図 観光施設分布 

資料：上天草市HP、上天草市総合観光パンフレット
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巻末2 地域の概況

②天草地域の観光客数 

令和2（2020）年における、天草地域の入込観光客数は、熊本県全体の8％を占めています。 

平成27年（2015）年からの入込観光客数の変化率を見ると、平成28（2016）年に発生した熊本地

震の影響からか、熊本県全体では減少していましたが、天草地域では増加傾向にありました。 

しかし、令和元（2019）年以降は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響からか、減少傾向に転じてお

り、令和2（2020）年は、約255万人にとどまっています。 

 図 熊本県全体に占める観光客数の割合 

資料：令和2（2020）年熊本県観光統計表（令和4年8月5日修正版） 

図 天草地域の観光入込客数の推移と天草地域・県全体の観光入込客数の変化率 

資料：令和2（2020）年熊本県観光統計表（令和4年8月5日修正版） 
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③観光入込客数と宿泊客数の推移 

本市における観光入込客数は、令和2（2020）年時点で約147万人となっています。うち宿泊客数は

20万人程度であり、入込客数の1割程度となっています。観光入込客数は令和2（2020）年以降を除い

てみると平成27（2015）年以降増加傾向ですが、宿泊客数はほぼ横ばいで推移しています。 

図 本市における観光入込客数及び宿泊客数の推移 

資料：市資料 

④インバウンド宿泊客数の推移 

インバウンド宿泊客数は平成29（2017）年に大きく増加していますが、令和2（2020）年には平成

30（2018）年のピーク時より9割減少、令和3（2021）年は更に減少しごくわずかとなっています。

また、同様にインバウンド宿泊客率も減少しています。 

図 本市におけるインバウンド宿泊客数の推移 

資料：市資料
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巻末2 地域の概況

（5）道路交通状況 

本市は、宇城市三角から国道266号が連絡しており、1号橋及び大矢野バイパスでつながっています。 

国道266号は、大矢野町から2号橋、3号橋、4号橋、5号橋で上島に連絡しており、松島町、姫戸

町、龍ヶ岳町を通じて、天草市方面に連絡しています。 

松島町からは、国道324号及び松島有料道路が上島の北側を通じて、天草市方面に連絡しています。 

道路網のほか、三角港から松島港（前島）や龍ヶ岳町方面など、航路でもつながっています。 

図 道路網図 
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（6）人の流れ 

①通勤通学特性 

通勤通学流動を見ると、本市内での通勤・通学者のうち、約80%が本市内の在住者となっており、隣接

する天草市からは725人（5％）、宇城市からは261人（2％）が流入しています。 

また、本市在住者のうち、約2,456人が他市町に通勤・通学しており、天草市へ640人（26％）、宇

城市へ562人（23％）など隣接する市のほか、熊本市へ429人（18％）の通勤通学が見られます。 

本市在住者の通勤・通学時の利用交通手段は、自家用車が約8割を占め、乗合バスの利用は約2％とご

くわずかです。 

図 本市における通勤通学流動 

資料：国勢調査（令和２（2020）年） 

図 本市在住者の通勤通学時の利用交通手段

資料：国勢調査（令和２（2020）年） 
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巻末2 地域の概況

②市内外の流動（買い物・通院） 

本市では、約9割が市内で買い物を行っていますが、天草市に8％、宇土市1％といった近隣市での購

買行動も見られます。 

通院では、市内の病院への通院が約7割、宇城市と天草市に約1割で、近隣市への流動が見られます。 

図 本市住民の買い物先 

資料：住民アンケート調査結果（令和4（2022）年） 

図 本市住民の通院先 

資料：住民アンケート調査結果（令和4（2022）年） 
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巻末 3 地域公共交通の現状整理 

本市の公共交通網は、下図のとおり路線バス、コミュニティバス、乗合タクシー及び定期船で構築されて

います。 

・路線バス 16系統 ・コミュニティバス 4系統 ・乗合タクシー 8地区 ・定期船 1航路 

図 上天草市の公共交通網 
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巻末3 地域公共交通の現状整理

1）公共交通のサービス水準・利用状況 

（1）路線バス・SUN まりんバス 

①サービス水準 

快速あまくさ号は、以前は１日当たり15往復の運行でしたが、令和2（2020）年5月から新型コロナ

ウイルス感染症の影響により減便対策が実施されており、現在は１日当たり10往復の運行となっていま

す。一方、「さんぱーる～三角病院」は1時間に1往復程度の運行がありますが、それ以外の系統は1日

当たり2往復から6往復程度の運行となっています。 

大矢野町内を循環するSUNまりんバスは、登立循環は１日当たり３便の運行となっているものの、上循

環及び中循環は１日当たり８、９便の運行となっています。 

表 路線バス・SUNまりんバスのサービス水準 

NO 系統名 所要時間 最大運賃 天草発（平日） 桜町BT発（平日） 合計（平日）

1 快速あまくさ号（桜町バスターミナル～本渡） 160分 2340円 10 10 20

NO 系統名 所要時間 最大運賃 上り（平日） 下り（平日） 合計（平日）

1 さんぱーる～三角産交～三角病院 30分 540円 15 12 27

2 さんぱーる～三角病院（三角西港経由）※土日祝のみ 30分 430円 3 3 6

3 赤崎～さんぱーる（漁協前・上天草高校前経由） 60分 1250円 2 2 4

4 教良木（内野河内）～上天草高校前～さんぱーる 60分 900円 2 2 4

5 松島庁舎～さんぱーる 15分 440円 2 2 4

6 赤崎～松島 55分 1050円 2 3 5

7 赤崎～松島（内野河内・教良木） 65分 1050円 2 2 4

8 赤崎～教良木 43分 840円 1 1 2

9 松島～倉岳校前 75分 1250円 1 1 2

10 松島～本渡バスセンター（浦・下柿塚） 85分 1460円 6 5 11

11 松島～本渡バスセンター（大浦旧道・上津浦旧道） 65分 1060円 6 4 10

12 松島～本渡バスセンター（大浦新道・上津浦新道） 48分 1060円 0 2 2

13 教良木～本渡バスセンター（栖本方面） 55分 940円 3 4 7

地域循環コミュニティバス SUNまりんバス

NO 系統名 所要時間 最大運賃 上り（平日） 下り（平日） 合計（平日）

1 上循環（野釜経由） 46分 4 4 8

2 中循環（柳経由） 34分 2 4 6

3 中循環（瀬高・柳経由） 43分 1 2 3

4 登立循環（治郎田経由） 25分 2 1 3

160円
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②利用状況 

快速あまくさ号は、新型コロナウイルス感染症の影響による減便により、利用者数は減少しましたが、1

便当たりの利用者数は一定数を維持しています。 

その他系統は、毎年、運行見直しを行い実車走行距離が減少しており、これに伴い利用者数も年々減少し

ています。ＳＵＮまりんバスは、1日当たりの運行回数の変更を行い、実車走行距離が微増している一方

で、年間利用者数は減少傾向にあります。 

図 快速あまくさ号の利用者数と運行便数・便当たり利用者数の変化（10月～9月で年集計） 

資料：運行事業者データ 

図 路線バスの利用者数と実車走行距離の推移（10月～9月で年集計） 

図 SUNまりんバス（コミュニティバス）の利用者数と実車走行距離の推移（10月～9月で年集計） 

資料：上天草市
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巻末3 地域公共交通の現状整理

（2）乗合タクシー 

①サービス水準 

乗合タクシーは、事前予約制で、大矢野町の4地区では毎日4往復、松島町樋合地区では方面ごとに運

行日を設定し1日当たり3、4往復、龍ヶ岳町の2地区では毎日3往復程度、樋島地区では平日のみで4

往復程度の運行となっています。

表 乗合タクシーのサービス水準 

②利用状況 

各地区の利用状況は、大矢野町では長砂連・野米地区での利用が多く、やや増加傾向にあり１日当たり

10人程度利用されています。一方で、白涛・東満地区は減少傾向にあり、地区によって利用状況に差が生

じています。 

松島町又は龍ヶ岳町での運行地区のうち、平日のみ運行の樋島地区の利用は非常に多く、１日当たり15

人程度の利用がある一方で、樋合地区や大作山地区は非常に利用が少ない結果となっています。 

1台当たりの利用者数も、多くの地区で2.0人未満となっており、乗合利用がなされていない状況が伺え

ます。一方で、利用者数の多い樋島地区では、1台当たり2.5 人と乗合利用が促進されています。 

収支率は、多くの地区が令和元（2019）年度以降に減少傾向となり、令和3（2021）年度は、全体で

29％となっています。

図 乗合タクシーの地区別利用者数の推移      資料：上天草市

運行日 行き便数 帰り便数 片道運賃

維和Ａ地区 毎日 4便 4便 500円

維和Ｂ地区 毎日 4便 4便 500円
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白涛・東満地区 毎日 4便 4便 200円/300円

樋合地区（大矢野方面） 月・水・金 3便 3便 200円/500円

樋合地区（松島方面） 火・木 4便 4便 200円/400円

夏・唐地区 毎日 2便 4便 400円

大作山地区 毎日 3便 3便 500円

樋島地区 平日のみ 4便 5便
A地区300円/400円
B地区200円/300円

運行地区

松島町
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龍ヶ岳町
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図 乗合タクシーの地区別利用者数の変化状況

資料：上天草市

図 乗合タクシーの地区別の1台運行当たりの利用者数の推移   資料：上天草市 

図 乗合タクシーの地区別の収支率の推移        資料：上天草市 
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巻末3 地域公共交通の現状整理

（３）タクシー 

本市には、タクシー事業者が６者います。

その内訳として、大矢野町に3者、松島

町、姫戸町、龍ヶ岳町の各町にそれぞれ1

者おり、地域住民の移動や観光客の移動を担

っています。 

各事業者においては、3台から5台程度

の小型車両を保有しており、ジャンボタクシ

ーを保有しているものも2者います。輸送

人員及び輸送距離は、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大以前から減少傾向にありまし

たが、令和2（2020）年以降輸送人員が急

激に減少しています。 

図 タクシー事業者の所在地        

図 タクシー事業者ごとの車両保有台数    図 タクシー事業の輸送人員と輸送距離の変化 

資料：ヒアリング調査 
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（４）航路 

①サービス水準 

「湯島～江樋戸航路」は１日当たり5往復、「三角～松島航路」は観光列車「Ａ列車で行こう」の運行

と合わせて１日当たり３往復運航されています。「御所浦～棚底航路」は１日当たり5往復、「御所浦～

大道航路」は１日当たり２往復運航されています。 

表 各航路の主なサービス水準 

②利用状況 

「湯島～江樋戸航路」の利用者数は、一般旅客数が増加傾向にあり、令和3（2021）年は平成29

（2017）年と比較して約1.5 倍に増加しています。 

通勤・通学利用者数は、やや減少傾向にありましたが、令和3（2021）年は増加傾向に転じています。 

図 「湯島～江樋戸航路」の利用者数（一般、通勤、通学別）の推移（10月～9月で年集計） 

資料：上天草市 

種別 事業者 出発地 到着地 運行便数 片道運賃 所要時間

湯島港 江樋戸港 5便 600円 30分

江樋戸港 湯島港 5便 600円 30分

三角港 松島港（前島） 3便 1000円 20分

松島港（前島） 三角港 3便 1000円 20分

棚底港 御所浦港 5便 600円 40分

御所浦港 棚底港 5便 600円 45分

大道港 御所浦港 2便 400円 45分

御所浦港 大道港 2便 400円 45分

湯島～江樋戸航路

三角～松島航路

御所浦～棚底航路
　　　　～大道航路

共同フェリー（株）

(有)湯島商船
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巻末3 地域公共交通の現状整理

また、「三角～松島航路」は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、運航本数を減らし、運休月

を設けるなどの対応がとられており、令和2（2020）年以降大幅に減少しています。 

図 「三角～松島航路」の利用者数の推移（10月～9月で年集計） 

資料：運航事業者 
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2）運行に係る収支と行政負担額 

（1）路線バス・SUN まりんバス 

路線バスは、運行見直しを行うことで、令和元（2019）年以降、経常収入も利用者数の減少により減少

傾向にあるものの、経常費用が抑えられ、本市（一部県支出金を含む。）が負担する経常欠損額は減少して

いますが、年間約166百万円（本市分のみで89百万円）（令和3（2021）年実績）負担しています。 

SUNまりんバスは、実車走行距離がやや増加しているほか、１ｋｍ当たりの輸送単価も上昇しているこ

とから、経常費用が増加している一方で、利用者数はやや減少傾向にあるため、経常欠損額が増加傾向にあ

り、年間2,600万円（令和3（2021）年実績）支出しています。 

図 路線バスの収入・費用・欠損額の推移 

資料：上天草市 

図 SUNまりんバス（コミュニティバス）の収入・費用・欠損額の推移 

資料：上天草市
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巻末3 地域公共交通の現状整理

（2）乗合タクシー 

乗合タクシーは、8地区合わせて年間約740万円（令和3（2021）年度実績）支出しています。地区

ごとの市負担額は、運行頻度や距離などのよって差があり、利用者数の多い長砂連・野米や樋島の割合がや

や高くなっています。 

一方で、利用者数1人当たりの市負担額は、大作山地区で最も高く、約1,900円となっています。利用

者数が多く乗合利用が促進されている樋島地区は１人当たり415円の支出となっています。 

図 乗合タクシーの運行に係る市負担額の推移 

資料：上天草市 

資料：上天草市 
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（３）航路 

本市は、「湯島～江樋戸航路」に年間約182万円（令和3（2021）年度実績）（うち半額程度を県が

補助）を助成しています。 

「湯島～江樋戸航路」においては、本市が令和2（2020）年の下半期頃から島民を対象に運賃割引事業

を実施したこともあり、利用者が増加し、収益が増え、市助成金は減少傾向となっています。 

図 「湯島～江樋戸航路」の収益・費用・損失額・市助成金の推移 

資料：上天草市 

図 湯島定期航路運賃割引券交付事業の概要     資料：上天草市
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巻末3 地域公共交通の現状整理

３）その他移動サービス資源 

（1）スクールバス 

本市では、小学校5校、中学校2校を対象に9路線のスクールバスを運行しています。スクールバスの

運行委託費は、年間1億円程度となっています。令和5（2023）年度からは、維和中学校が大矢野中学

校に統廃合されることにより、新たにスクールバスが導入されますので、委託費用の増加が見込まれます。

図 スクールバスの運行ルート（令和4（2022）年度） 

委託費用（千円）

上小 17,514

今津小 6,153

姫戸小 6,344

龍ヶ岳小 23,841

中南小 6,214

小計 60,067

松島中（樋合） 6,576

松島中（阿村） 11,614

松島中（教良木） 7,432

龍ヶ岳中 16,053

小計 41,675

101,742

中学校

小学校

合計

内訳

表 スクールバスの運行委託費 

（令和4（2022）年度）
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（2）医療、福祉等 

本市では、3、4割の医療施設及び保育所、9割の介護施設が送迎サービスを実施されています。多くの

施設が直営で送迎サービスを実施していますが、上天草市シルバー人材センターへ委託している施設もあり

ます。送迎サービスの多くは、軽自動車を含む乗用車や中型車を使用されており、1施設当たりの使用台数

に大小はありますが、合計で約70台にのぼります。 

運行時間は、午前８時３０分前後の時間帯でのお迎えと、医療施設は正午前、介護施設や保育所では午後

４時頃が多い時間帯です。 

運行エリアとしては、湯島を除く全域で送迎サービスが実施されています。 

①送迎サービス実施有無 ②送迎サービス実施方法 

③送迎用車両の保有台数 ⑤送迎サービス実施状況 

④送迎時間帯 
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巻末4 上天草市地域公共交通網形成計画の達成状況の評価

巻末 4 上天草市地域公共交通網形成計画の達成状況の評価 

上天草市地域公共交通網形成計画で掲げる施策・目標等の進捗状況等を把握するとともに、背景にある問

題点・課題を明らかにし、本計画への反映方法などを検証します。 

▼ 網形成計画における目標と数値指標 
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巻末4 上天草市地域公共交通網形成計画の達成状況の評価

【評価一覧】 

目標①：地域公共交通の維持・確保 

数値目標 
目標値 

(令和4年度) 

現況 

(平成29年度) 
評価時期

実績値 
評価結果（令和3年度時点） 

令和3年度 

①路線バスの年間利用者数 161,０00人 181,189人 毎年 

121,821人 

(141,880人) 

【未達成見込】

・毎年、ダイヤ改正や運行見直し、利用促進の取組みを実施したものの、利用者数は低迷し未達成

見込み。 

・赤字補てん額も、利用者数低迷と予測以上の輸送単価の上昇により未達成見込み。 

※利用者数ついては、新型コロナウイルス感染症による九州管内全体の減少率で補正した場合でも

未達成。赤字補てん額については、計画策定時の予測による輸送単価を用いた場合も未達成。 
路線バスの年間赤字補てん額 93,000千円 100,889千円 毎年 

114,998千円 

(98,169千円) 

【未達成見込】

②乗合タクシーの年間利用者数 8,890人 (H28)8,890人 毎年 
9,867人 

【達成見込】

・住民との意見交換会を受け、ダイヤ見直しや乗降所の追加、座談会やチラシの全戸配布、公共交

通だよりの発刊、CATVなどで利用促進を実施。 

・利用者数は増加していたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け減少に転じたものの、現時

点では達成見込み。 

・収支率は利用者増加に伴い上昇していたが、減少に転じたことや乗合率が上がらず、収支率が悪

化し未達成見込み。 

乗合タクシーの収支率 33％ (H28)30％ 毎年 
29％ 

【未達成見込】

目標②：地域資源を活用した地域公共交通の導入 

数値目標 
目標値 

(令和4年度) 

現況 

(平成29年度) 
評価時期

実績値 
評価結果（令和3年度時点） 

令和3年度 

①スクールバスと路線バス等が連携した新たな地域公共交

通の導入地域数 
3地域 0地域 毎年 

0地域 

【未達成見込】
・教育委員会との協議を行っているが、導入には至っておらず、現時点では未達成。 

目標③：新たな地域公共交通の導入 

数値目標 
目標値 

(令和4年度) 

現況 

(平成29年度) 
評価時期 実績値 評価結果（令和3年度時点） 

①新たな地域公共交通の導入地域数 1地域 0地域 R4年度 
1地域 

【達成】

・教良木河内地区における自家用有償運送の実証運行を実施し達成。実験の結果、タクシー事業者

での対応が可能と判断。 

目標④：地域公共交通に対する市民の意識改善 

数値目標 
目標値 

(令和4年度) 

現況 

(平成29年度) 
評価時期

実績値 
評価結果（令和3年度時点） 

令和3年度 

①地域公共交通座談会の実施件数 4件/年 ０件/年 毎年 
未実施 

【未達成見込】

・令和元年度は実施したが、令和2年度以降は新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、座談

会の開催や人を集めてのイベント実施が困難となり未達成。 

②市役所職員を対象としたノーマイカーデーの実施件数 1回/週 1回/週 毎年 
未実施 

【未達成見込】

・令和元年度は実施したものの参加者は少なく、令和2年度以降は新型コロナウイルス感染症拡大

の影響や対応等もあり、実施できず未達成。 

目標⑤：観光客などの地域公共交通の利便性向上 

数値目標 
目標値 

(令和4年度) 

現況 

(平成29年度) 
評価時期

実績値 
評価結果（令和3年度時点） 

令和3年度 

①路線バスを活用した観光施策の件数 3件 1件 毎年 

継続1件 

新規1件(実験) 

【達成】

・あまくさ乗り放題きっぷが継続して実施されているほか、個人旅行向け旅行商品の販売、快速あ

まくさ号の車両へのラッピング、バス事業者による実証実験が実施され達成。 

目標⑥：地域公共交通に関する新たな仕組みづくり 

数値目標 
目標値 

(令和4年度) 

現況 

(平成29年度) 
評価時期

実績値 
評価結果（令和3年度時点） 

令和3年度 

①地域と連携した利用促進の実施件数 1件/年 0件/年 毎年 
0件/年 

【未達成見込】

・令和2年に、バスの乗り方教室を実施。それ以降は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等を

受け、未実施のため未達成。 
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巻末5 地域公共交通の現状把握及びニーズ調査

巻末 5 地域公共交通の現状把握及びニーズ調査 

市民等の移動の状況や公共交通の利用実態、ニーズ及び既存サービスに対する利用者の評価を把握するた

めのアンケート調査等を実施しました。 

人口分布割合に応じ、各行政区単位で配布し、218 世帯、404 人分（個人票）の回答が得られました。

町単位では回収率は姫戸町で高く、大矢野町は低い結果となり、地域により関心の深さが異なることが推察

されます。 

表 住民アンケート調査の実施方針 

項 目 実施方法・内容等 

調査対象 

■地域住民 全市域を対象に、地区別人口の割合に応じて無作為抽出。 

■配布数：1,030世帯（世帯主を含めご家族4名までの回答欄を設ける） 

■回収目標：250票以上（回収率25%目標） 

配布･回収方法 ■郵送による配布・回収 

調査方法 ■調査票への記入式 

実施時期 ■発送：9月12日（月）  投函期限：9月30日（金） 

調査内容 

1.世帯 

2.回答者個人属性 

3.日常の移動について 

4.公共交通の利用状況について 

5.網形成計画の評価 

6.公共交通のサービスのあり方について 

7.その他 

図 地域別の人口・配布数・回収状況 

526 

265 

101 
138 

83 67
29 32

7

141 144

48 58

13

16%

25%

29%

23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

100

200

300

400

500

600

大矢野町 松島町 姫戸町 龍ヶ岳町 無回答

配布数 回収数 個人票 回収率

配
布
数
・
回
収
数
・
個
人
票
数

（世帯・票）

世
帯
回
収
率

回収数 回収率

218 21%

全体
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1）あなたの世帯について 

回答世帯は、大矢野町が最も多く4割を占めていますが、人口割合ごとに配布した配布数に対する回収率

は、龍ヶ岳町、姫戸町が多く、大矢野町は最も低い傾向にあります。 

2人世帯の割合が多く、世帯人数1～2人に対し1台所有している世帯が多い状況です。自家用車を保有

していない世帯は1割程度です。 

最寄りのバス停または乗合タクシー停留所までの時間は、5分以内が約4割、10分以内（5分以内含む）

が約7割となっています。 

①お住まい ②居住年数 

③世帯員人数 ④世帯の自家用車保有台数 

⑤最寄りのバス停または乗合タクシー停留所までの距離 ※80ｍ/分を目安

大矢野町

38%

松島町

31%

姫戸町

13%

龍ヶ岳町

15%

無回答

3%

n=218

1年未満

3%

2～4年

3%

5～10年

7%

11年以上

79%

無回答

8%

n=218

1人

25%

2人

38%

3人

16%

4人

10%

5人

4%

6人

2%

7人

1%

無回答

4%

n=218

0台

11%

1台

39%
2台

27%

3台

10%

4台

5%

5台

2%

無回答

6%

n=218

25.2

14.2

28.0

17.4

4.6

3.2

7.3

1～3分

3～5分

5～10分

10～15分

15～20分

20分以上

無回答

0 10 20 30 40 50

n=218

(％)
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巻末5 地域公共交通の現状把握及びニーズ調査

2）回答者について 

回答者は、60代が約3割、無職（定年退職者含む）が約3割を占めています。 

全年代の約8割が運転免許証を保有しており、70代でも8割以上、80代でも約4割が運転免許証を保

有しています。高齢になる従い免許を取ったことがない方も多く、免許返納も徐々に進んでいます。 

運転免許証保有者のうち、半数以上がほぼ毎日、自動車やバイクの運転をしています。 

①回答者の年齢 ②回答者の職業 

③運転免許証の保有状況 

④自動車及びバイクの運転頻度 ※運転免許保有者のみ

1.7

5.0

5.0

9.2

13.1

22.5

20.0

14.9

3.0

5.7

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80代

90代以上

無回答

0 5 10 15 20 25

n=404

(％)
2.2

1.0

26.2

3.5

8.2

8.9

8.9

32.4

3.2

5.4

高校生

学生(予備校含む)

勤め人(会社員・公務員)

会社経営・役員

自営業主(農林業含む)

専業主婦・主夫

パート・アルバイト

無職(定年退職者含む）

その他

無回答

0 10 20 30 40

n=404

(％)

普通自動車の免許

を持っている

77%

普通自動車はない

が、バイク・原付の

免許は持っている

2%

以前持っていたが

返納した・失効し

て今はない

6%

免許を取ったことがない

11%
無回答

4%

n=404

14

100

90

97

98

93

83

37

8

35

0

0

0

0

0

1

2

3

8

0

0

0

0

0

0

1

9

23

17

4

86

10

3

3

5

33

67

9

2

1

1

3

52

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10代(n=7)

20代(n=20)

30代(n=20)

40代(n=37)

50代(n=53)

60代(n=91)

70代(n=81)

80代(n=60)

90代以上(n=12)

無回答(n=23)

普通自動車の免許を持っている

普通自動車はないが、バイク・原付の免許は持っている

以前持っていたが返納した・失効して今はない

免許を取ったことがない

無回答

ほぼ毎日

66%

週3～4日程度

13%

週1～2日程度

6%

月2～3日程度

3%

月に1日程度

0%

ほとんど運転していない

6%

無回答

6%

n=333

0

70

94

86

81

71

47

54

0

25

0

5

6

8

4

9

27

23

100

10

0

5

0

0

2

7

10

12

0

0

0

5

0

0

4

5

6

0

0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

100

15

6

6

6

7

5

4

2

1

12

60

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10代(n=1)

20代(n=20)

30代(n=18)

40代(n=36)

50代(n=53)

60代(n=87)

70代(n=70)

80代(n=26)

90代以上(n=2)

無回答(n=20)

ほぼ毎日 週3～4日程度 週1～2日程度

月2～3日程度 月に1日程度 ほとんど運転していない

無回答
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送迎の依頼に関しては、約4割が制約はないと回答していますが、曜日や時間での制約がある、頼みづら

いことがある方も、それぞれ2割程度で、自由に気兼ねなく送迎を頼めない方も多くいます。 

運転免許証の返納については、約 2 割は無回答と関心が低く、80 歳くらいや 85 歳くらいを予定されて

いる方が多く、また、時期はわからないという方も多くいます。 

運転免許証を返納できる条件として、路線バスと乗合タクシー両方の利便性向上が求められています。

⑤送迎を依頼する場合の制約 

⑥運転免許証の返納意向 ※65歳以上のみ 

⑦運転免許証を返納できると思う条件 

特に制約はない

41%

頼める曜日や時間等に

制約がある

24%

制約はないが、

頼みづらいこと

がある

23%

無回答

12%

n=404

0.5

6.6

21.7

16.0

6.1

0.5

18.4

1.4

8.0

20.8

70歳くらい

75歳くらい

80歳くらい

85歳くらい

90歳くらい

95歳くらい

返納するつもりだが時期はわからない

何歳になっても返納する予定はない

免許なし

無回答

0 10 20 30

n=212

(％)

（65歳以上のみ）

8.4

10.4

57.4

11.9

2.7

9.2

路線バスが利用しやすくなること

乗合タクシーが利用しやすくなるこ

と

路線バスと乗合タクシー両方ともが

利用しやすくなること

公共交通が便利になっても返納する

予定はない

返納済み

無回答

0 20 40 60 80

n=404

(％)

0

70

65

41

40

51

41

35

25

4

100

25

20

38

28

16

21

18

42

9

0

0

15

14

25

29

27

33

25

9

0

5

0

8

8

4

11

13

8

78

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10代(n=7)

20代(n=20)

30代(n=20)

40代(n=37)

50代(n=53)

60代(n=91)

70代(n=81)

80代(n=60)

90代以上(n=12)

無回答(n=23)

特に制約はない 頼める曜日や時間等に制約がある

制約はないが、頼みづらいことがある 無回答

巻末-５０



巻末5 地域公共交通の現状把握及びニーズ調査

３）日常の移動について 

日常生活において、ほぼ毎日外出される人が 6 割以上を占めています。年代別では、高齢になるに従い、

外出頻度が減っており、90代以上では約3割が「ほとんど外出しない」と回答しています。 

移動手段がなく外出をあきらめることがある方が 2 割程度おり、10 代と 70 代以上で高齢になるに従い

増えており、90代以上では約8割を占め、運転免許証を持っていない人では、約6割を占めています。 

①外出頻度 

②移動手段がなく外出をあきらめること

②-1運転免許証の保有状況別の移動手段がなく外出をあきらめること

2

20

9

39

85

25

4

15

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運転免許証を持って

いる(n=316)

運転免許証を持って

いない(n=71)

よくある 時々ある ほとんどない 無回答

ほぼ毎日

58%

週3～4日

16%

週1～2日

12%

月2～3日

4%

月に1

回

1%

ほとんど外出しない

3%

無回答

6%

n=404

よくある

5%

時々ある

14%

ほとん

どない

72%

無回答

9%

n=404

100

95

90

89

85

69

37

25

0

17

0

0

0

5

6

19

30

23

8

13

0

5

10

5

0

8

15

30

25

9

0

0

0

0

4

3

7

8

17

0

0

0

0

0

0

1

4

2

0

0

0

0

0

0

2

0

4

5

33

4

0

0

0

0

4

0

4

7

17

57

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10代(n=7)

20代(n=20)

30代(n=20)

40代(n=37)

50代(n=53)

60代(n=91)

70代(n=81)

80代(n=60)

90代以上(n=12)

無回答(n=23)

ほぼ毎日 週3～4日 週1～2日 月2～3日 月に1回 ほとんど外出しない 無回答

0

0

0

0

2

0

5

15

33

4

57

5

5

5

4

12

17

25

42

9

43

95

95

92

89

86

68

47

17

26

0

0

0

3

6

2

10

13

8

61

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10代(n=7)

20代(n=20)

30代(n=20)

40代(n=37)

50代(n=53)

60代(n=91)

70代(n=81)

80代(n=60)

90代以上(n=12)

無回答(n=23)

よくある 時々ある ほとんどない 無回答
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日常生活における移動における目的地は、買物では大矢野町上、松島町合津が 2～3 割と高い結果となっ

ています。大矢野町ではAコープやコスモス、松島ではゆめマートやコスモスでの買物が多い傾向にありま

す。 

通院での目的地は、龍ヶ岳高戸（上天草総合病院）の割合が最も高く、約2割を占めています。 

③日常生活・目的別での外出先について

〇買い物での利用の多い目的地 

〇通院での利用の多い目的地 

24%

30%

10%

19%

25%

20%

28%

大矢野町登立

大矢野町上

大矢野町中

大矢野町維和

大矢野町湯島

松島町阿村

松島町合津

松島町今泉

松島町内野河内

松島町教良木

姫戸町姫浦

姫戸町二間戸

龍ヶ岳町高戸

龍ヶ岳町大道

龍ヶ岳町樋島

市外(天草市)

市外(宇城市)

市外(宇土市)

市外(その他)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

買物(n=297)

通院(n=272)

通勤・通学(n=142)

手続きなど(n=103)

（無回答除く）

施設名 回答数 施設名 回答数 施設名 回答数 施設名 回答数 施設名 回答数

Aコープ 69 コスモス 43 浦本ストア 6 酒店 1 ジャスコ 3

コスモス 23 ゆめマート 66 村上商店 1 Aコープ 1 コスモス 3

キャモン 6 マリーン 8 鬼塚商店 1 クレア 3

サンパール 6 コメリ 7 タイヨー 8

ジパング 4 トライアル 2 ナフコ 3

ナフコ 3

セブンイレブン 2

大矢野町 龍ヶ岳姫戸松島 市外

施設名 回答数 施設名 回答数 施設名 回答数 施設名 回答数 施設名 回答数

中村医院 9 やまうち医院 24 竹中医院 7 上天草総合病院 74 済生会みすみ病院 18

（上）中村病院 9 春田医院 17 村上医院 1 みすみクリニック 4

毛利医院 20 姫戸医院 1 済生会熊本病院 7

宮崎外科胃腸科医院 9 天草中央総合病院 5

上天草内科呼吸器科クリニック 4 熊大病院 2

天草皮膚科 4 森都病院 2

としなが歯科 3 松橋耳鼻科 2

大矢野町 松島 姫戸 龍ヶ岳 市外

巻末-５２



巻末5 地域公共交通の現状把握及びニーズ調査

外出頻度については、買物では週 2～3 回、通院では月 2～4 回や年数回程度、通勤･通学では週 4 回以

上、手続きなどでは月2～4回が最も多い傾向にあります。 

外出時の移動手段は、いずれの目的でも、自動車を自分で運転が 7～8 割を占めており、通院では家族等

の運転の自動車で送迎が約2割となっています。路線バスの利用は、いずれもごくわずかで、1～3％に留ま

っています。 

目的別の出発･到着時間は、買い物は 10 時頃が多く、通院は買物よりもやや早い 9 時頃の移動が多い傾

向にあります。 

④日常生活・目的別での外出頻度について

⑤日常生活・目的別での移動手段について

⑥日常生活・目的別の自宅出発時間について

⑦日常生活・目的別の目的地到着時間について

1%

81%

3%

1%

71%

3%

88%

1%

82%

徒歩

自転車

バイク

シニアカー（電動カート）

路線バス

コミュニティバス（SUNマリンバス）

乗合タクシー

タクシー

JR・鉄道

自動車を自分で運転

家族等の運転の自動車で送迎

その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%

買物(n=293)

通院(n=248)

通勤・通学(n=139)

手続きなど(n=103)

（無回答除く）
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44%

28%
26%

32%

83%

49%

週4回以上

週2～3回

月2～4回

年数回程度

定期的には行っていない

その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%

買物(n=291)
通院(n=252)

通勤・通学(n=137)
手続きなど(n=104)

（無回答除く）

巻末-５３



4）公共交通の利用状況について 

【公共交通の交通手段ごとの利用頻度】

公共交通を「利用しない」人は、路線バス・コミュニティバスで約8割、乗合タクシーで約9割、旅客船

で約8割を占めています。広域で運行されている路線バス・コミュニティバスでも、月に2回以上利用して

いるのは1割以下にとどまっています。 

自家用車の運転ができない運転免許証非保有者では、2割以上が月に2以上は路線バス・コミュニテ

ィバスを利用しています。一方で、運転できない人も、半数以上がバスを利用していない結果となって

います。 

①公共交通の交通手段ごとの利用頻度

①-1運転免許証の保有状況別の路線バス・コミュニティバス利用頻度 

2

1

14

1

1

11

2

4

78

90

84

5

6

11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

路線バス･

コミュニティバス(n=322)

乗合タクシー(n=291)

旅客船

（湯島定期航路）(n=274)

週4回以上 週2～3回 月2～4回 年数回程度 利用しない 地区近くで運行していない

※無回答除く

1

4

0

4

1

16

10

14

82

55

4

8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運転免許証を持って

いる(n=268)

運転免許証を持って

いない(n=51)

週4回以上 週2～3回 月2～4回 年数回程度 利用しない 地区近くで運行していない

※無回答除く
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巻末5 地域公共交通の現状把握及びニーズ調査

【公共交通利用時の移動目的・目的地・利用する理由】 

公共交通（バス・乗合タクシー）を利用する目的は、通院が最も多く、龍ヶ岳（上天草総合病院）が

最も多く、次いで買い物目的や大矢野町への移動での利用が多い傾向にあります。 

利用する理由としては、「他に交通手段がないから」が半数以上となっています。 

②公共交通（バス･乗合タクシー）を利用する主な

移動目的 

③公共交通（バス･乗合タクシー）を利用する移動

の目的地 

④バス・乗合タクシーを利用する理由 

21.7

4.3

26.1

8.7

0.0

0 10 20 30 40

買い物

通勤

通院

通学

その他

(％)

n=23

21.7

0.0

8.7

34.8

17.4

0 10 20 30 40

大矢野町

姫戸

松島

龍ヶ岳

市外

(％)

n=23

52.2

26.1

26.1

8.7

0.0

0.0

0 20 40 60 80

他に交通手段がないから

自宅からバス停・停留所が近いから

バス停・停留所が目的地に近いから

運賃が安いから

自動車を運転したくないから

その他

(％)

n=23

巻末-５５



【利用しない理由・不便さ】 

路線バス・乗合タクシーを利用しない理由としては、「自家用車が便利だから」が 6 割を占めています。 

無理なく利用できるバス停までの距離としては、徒歩 5 分（約 400ｍ）以内まで許容される人が約 6 割

を占めています。 

公共交通の不便さについては、半数以上が「とても不便と感じる」「やや不便と感じる」と回答してお

り、運行本数が少ないことが原因として挙げられています。 

⑤バス・乗合タクシーを利用しない理由

⑥無理なく利用できる自宅からバス停・停留所までの距離 ⑦公共交通を不便だと感じるか 

⑧不便だと感じる理由

60.1

7.2

1.7

3.0

4.5

1.2

3.0

0.2

0.2

1.5

3.0

0.5

0.5

1.0

2.5

0 20 40 60 80

自家用車が便利だから

送迎してもらえるから

自宅･目的地から停留所が遠いから

自宅･目的地近くをバス･乗合タクシーが走っていないから

利用したい時間帯に便がないから

移動に時間がかかるから

待ち時間が長いから

運賃が高いから

支払い方法が不便だから

乗り降りが難しいから

乗り継ぎが不便だから

運行ルートや乗り方が分からないから

外出しないから

その他

無回答

(％)

n=404

複数回答

徒歩20分以内

4% 徒歩15分以内

4%

徒歩10分以内

20%

徒歩5分以内

29%

徒歩3分以内

30%

無回答

13%

n=404

とても不便と

感じる

27%

やや不便と

感じる

20%

どちら

ともい

えない

21%

不便とあま

り感じない

6%

不便とは全

く感じない

5%

無回答

21%

n=404

17.3

80.6

2.6

15.7

8.4

10.5

7.3

8.9

0 20 40 60 80 100

バス停・停留所まで遠い

運行本数が少ない

遅れることがある

運行時間(始発～最終)が短い

スピードが遅い・所要時間が長い

運賃が高い

バリアフリー化が不十分

その他

(％)

（複数回答）

n=191

（不便と感じる方のみ）
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巻末5 地域公共交通の現状把握及びニーズ調査

【情報取得・運転できなくなった時】 

公共交通に関する情報取得方法として、「紙の時刻表」が最も多く、次いで「公共交通検索サイト」とな

っており、バスの利用率が低いこともあり、熊本県内で進められている「バスきたくまさん」や「googlemap」

などリアルタイムの運行情報の取得方法は、あまり活用されていない状況です。 

利用率の低いバスや乗合タクシーですが、運転ができなくなった場合には3割の方が利用すると回答して

おり、運行を維持するため、5割以上の方は利用を増やしたいと回答しています。 

⑨公共交通に関する情報の取得方法

⑩車やバイクを運転できなくなった際の移動手段

⑪バスや乗合タクシーを維持するためにできる行動

30.2

7.9

10.1

7.2

0.5

3.5

16.1

4.7

3.0

19.1

0 10 20 30 40 50

紙の時刻表

市のホームページ

バス事業者のホームぺージ

運行事業者への問合せ

バスきたくまさん

googlemap

公共交通検索サイト

知人から聞き取り

その他

入手しない（必要ない）

(％)

n=404
複数回答

36.6

7.4

27.0

3.7

3.7

1.0

20.5

0 20 40 60 80

バスや乗合タクシーを

利用するつもり

タクシーを利用するつもり

家族や知人等に送迎してもらうつも

り

施設等が運行する送迎サービスを

利用するつもり

外出を控え宅配や在宅サービスを

利用するつもり

その他

無回答

(％)

n=404

53.2

25.5

8.2

6.7

0 20 40 60 80

路線バスや乗合タクシーの

利用を増やす

近所の人などを誘って、路線バスや

乗合タクシーを利用するよう心掛ける

公共交通を維持するための寄附制度

などがあれば協力する

その他

(％)

（複数回答）

n=404
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5）上天草市地域公共交通網形成計画の評価について 

平成30年3月に策定した「上天草市地域公共交通網形成計画」で進めてきた施策・事業について、「ス

クールバスを活用した地域公共交通の導入」、「地域公共交通網の見直し」については約4割、「地域公共

交通だよりの発行」については約3割の認知度がありました。 

上天草市地域公共交通網形成計画の期間中の変化として、「変化なし」が約6割を占めますが、「公共

交通への関心が高まった」方が3割おり、自家用車への依存が高い地域においては、一定の効果と考え

られます。 

①上天草市地域公共交通網形成計画で進めてきた施策・事業の認知度

②この5年間（平成30年～令和4年）での公共交通の利用の変化

35.3

34.3

13.6

9.0

11.4

26.4

5.9

15.3

12.5

64.7

65.7

86.4

91.0

88.6

73.6

94.1

84.7

87.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①地域公共交通網の見直し(n=)326)

②スクールバスを活用した地域公共交通の導入（検討）(n=)327)

③新たな地域公共交通の導入（検討）(n=)324)

④地域公共交通座談会の実施(n=)322)

⑤事業者などを対象とした市全域でのノーマイカーデーの実施(n=)324)

⑥地域公共交通だよりの発行(n=)322)

⑦路線バスを活用したバスパック等の商品開発(n=)322)

⑧観光施設や商業施設と連携した地域公共交通の広報媒体作成(n=)321)

⑨地域イベントと連携した公共交通利用促進キャンペーンの実施(n=)321)

知っている 知らない無回答除く

公共交通の利用機会が増えた

3%

利用機会は変わらな

いが、公共交通への

関心が高まった

26%

変化なし

55%

無回答

16%

n=404
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巻末5 地域公共交通の現状把握及びニーズ調査

利用機会が増えた方の理由では、「路線バスの時刻表や、乗合タクシーの利用方法などの情報が得られや

すくなったから」が最も多く、情報発信の重要性が伺えます。 

利用機会が増えたことで、「行先が増加した」「移動にかかる費用が節約された」ことが挙げられていま

す。 

③利用機会が増えた理由

④利用機会が増えたことでの変化 

10

10

0

20

40

10

10

20

自宅近くにバス停・停留所が新設されたから

目的地近くにバス停・停留所が新設されたから

乗り換え時の待ち時間が短縮されたから

運行ダイヤが行動と合うようになったから

路線バスの時刻表や、乗合タクシーの

利用方法などの情報が得られやすくなったから

交通系ICカード「くまモンのICカード」の

無料配布

免許を返納したから

その他

0 10 20 30 40 50

(％)

n=10

30

20

20

10

30

0

10

10

行先が増加した（行動範囲が広がった）

外出頻度が増加した

外出先での滞在時間が増えた

徒歩での移動が増加し、健康への意識が高まっ

た

移動にかかる費用（ガソリン代、駐車代等）が

節約された

地域の人々とのコミュニケーションの機会が増

加した

変化なし

その他

0 10 20 30 40 50

(％)

n=10
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6）公共交通サービスのあり方について 

【公共交通として維持すべき範囲・維持について】 

公共交通として、自分で運転できない児童や、運転が難しくなる高齢者の生活に必要な移動（通学・

買い物・通院）をカバーすべきと考えられています。 

また、公共交通を維持するためには、行政支援が必要であるが、経費削減を図るべきとの考えの方が

多い結果となっています。 

①公共交通がカバーすべき「対象者」「移動目的」

②公共交通を維持するための費用負担についてのお考え

1.5

6.4

5.4

9.2

0.7

2.7

2.0

1.5

1.7

2.2

2.0

44.6

1.7

1.5

56.2

38.6

59.2

5.9

3.5

26.5

0 20 40 60 80

観光客-レジャー

市民-買物(平日)

市民-買物(休日)

市民-通院

市民-通学

市民-通勤

市民-娯楽

市民-レジャー

児童･生徒-買物(平日)

児童･生徒-買物(休日)

児童･生徒-通院

児童･生徒-通学

児童･生徒-娯楽

児童･生徒-レジャー

高齢者-買物(平日)

高齢者-買物(休日)

高齢者-通院

高齢者-娯楽

高齢者-レジャー

無回答

(％)

（複数回答）

n=404

25.5

42.1

1.2

2.2

1.2

27.7

0 10 20 30 40 50

公共交通は公共サービスとして市民の移動手段を確保すべき

であり行政が負担すべき

公共交通への行政支援は必要と思うが、行政･市民･事業者が

一体となり少しでも公共交通にかかる経費を削減すべき

公共交通は受益者負担で運行すべきであり行政支援はしない

方がよい

公共交通は地域住民が主体となって地域に合ったサービスと

して地域住民が維持すべき

その他

無回答

(％)

n=404
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巻末5 地域公共交通の現状把握及びニーズ調査

【今後の在り方】 

今後の上天草市での公共交通のあり方については、「④スクールバスや福祉輸送など、地域に存在す

る移動手段を有効活用すべき」が最も多いほか、「①バスや乗合タクシーなどの公共交通を充実すべき」、

「③自家用車を運転できない交通弱者のみに絞った移動サービスの提供でよい」、「⑤バスや乗合タクシ

ーの利用料金の支援を充実すべき」、「⑥停留所などの整備や乗り継ぎがしやすい運行時刻の設定、乗り

継ぐ際の割引制度の導入を進めるべき」といった意見が同程度挙げられています。 

また、移動手段の確保に向けた意見のほか、「移動販売や宅配サービス等、外出しなくても生活できる

サービスを充実すべき」という利用者が移動しないサービスの充実も求められています。 

③今後の上天草市の公共交通や移動手段の確保のあり方についてのお考え

55.6

20.3

56.7

70.1

46.3

52.7

45.2

39.6

29.3

22.8

49.5

25.9

36.3

26.2

25.4

35.6

30.4

23.8

33.6

46.4

24.2

32.2

15.0

31.0

10.6

3.5

16.0

13.4

21.4

20.5

17.9

34.5

17.0

3.5

12.5

6.4

1.1

2.1

3.5

9.6

6.4

6.4

18.5

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①バスや乗合タクシーなどの公共交通を充実すべき(n=286)

②運行頻度を低く（週に1往復等）でも、地域全体を網羅する交通

手段を提供すべき(n=281)

③自家用車を運転できない交通弱者のみに絞った移動サービスの

提供で良い(n=282)

④スクールバスや福祉輸送など、地域に存在する移動手段を有効

活用すべき(n=284)

⑤バスや乗合タクシーの利用料金の支援を充実すべき（回数券や

割引券の配布など）(n=281)

⑥停留所などの整備や乗り継ぎがしやすい運行時刻の設定、乗り

継ぐ際の割引制度の導入を進めるべき(n=283)

⑦市内全ての公共交通で利用できるICカードやキャッシュレス決

済の環境整備を進めるべき(n=281)

⑧定額料金で乗り放題とするような新たな運賃体系の導入を進め

るべき(n=283)

⑨運行効率の向上のため、市内全ての公共交通のオンデマンド化

の検討を進めるべき(n=280)

⑩様々な乗り物（小型モビリティ、自転車、電動キックボード

等）のシェアリングサービスの充実を図るべき(n=281)

⑪移動販売や宅配サービス等、外出しなくても生活できるサービ

スを充実すべき(n=283)

そう思う ややそう思う あまりそう思わない そう思わない無回答除く

巻末-６1



７）公共交通に関するご意見・ご要望 

公共交通のあり方や公共交通へのご意見・ご要望では、公共交通は必要であり維持して欲しいというご意

見のほか、買物や通院に重点を置いたサービスの提供を望む声が多くありました。また、老後や免許返納後

の移動手段について不安を持たれている方も多く、自家用車を運転できない方や運転できなくなった際の移

動手段として必要なものとして認識されています。 

〔自由記述〕

〔主な意見（抜粋）〕 

・便数が増えて、町内全てを網羅するバスか乗り合いバスがあればベストだが、現状のバス利用者を見る

と多くは望めない。現状のままで良いので路線バスが維持される事を望む。 

・今日まで利用した経験がないが、運行の実情がわからない。いずれ運転免許証を返納し、その時には公

共交通を利用する予定であるため、減便してでも運行を継続してもらいたい。 

・利用者の多くは市内の高校生や高齢者と思われ、利用者の母数が少ないこともあり運営は大変厳しいも

のと思っている。運転できる人は良いが、足がない人は通学、通院にも困っていると思う。 

・移動販売やコンビニとの提携で自宅への配送ができれば良いですが、高齢者はシステムの理解が難しい

と考えられるため、地域での自助、他助に頼らざるを得ない状況だと思う。 

・病院は事業者の送迎バスを取り入れたりしてもらいたい。 

12
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2

3

3
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3

2

1

2

8

0 2 4 6 8 10 12 14

公共交通は必要・維持してほしい

運行ルート・時間を見直してほしい

バス停までが遠い、バス停を増やしてほしい

買物・通院に重点を置いてほしい

不便・利用しづらい

増便してほしい

直通便を運行してほしい

老後、免許返納後が不安

情報をもっと発信するべき

利用しやすい環境の整備をしてほしい

公共交通にもっと予算を使ってほしい

弱い立場の人のことを考えてほしい

バスを小さくしてはどうか

上天草に合う施策をしてほしい

利用しない、考えたことがない

割引券・回数券・無料券の配布をしてほしい

税金の使い方を考えてほしい

寄付を募る、ふるさと納税を活用

廃止の検討をしてはどうか

他の地域の取組を参考にしてほしい

その他 n=91
自由記述回答者数

記載内容を分類して集計

（回答数）
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巻末6 地域公共交通事業者及び関係団体へのヒアリング調査

巻末 6 地域公共交通事業者及び関係団体へのヒアリング調査 

1）公共交通事業者ヒアリング調査 

公共交通に関する課題を詳細に把握していると考えられる市内の公共交通事業者に対するヒアリングを実

施しました。 

表 公共交通事業者ヒアリング調査の実施方針 

項 目 実施方法・内容等 

調査対象 

■路線バス事業者（産交バス（株）） 

■乗合タクシー運行事業者（（有）協和タクシー、藤川タクシー、 

（有）柳タクシー、（有）松島タクシー、上天草ライン（株）） 

■タクシー事業者（（有）協和タクシー、藤川タクシー、（有）柳タクシー、 

（有）姫戸タクシー、（有）松島タクシー、上天草ライン（株）） 

■航路事業者（（有）湯島商船、（株）シークルーズ、共同フェリー（株）） 

調査方法 ■直接訪問し、聞き取り（状況に応じて、電話はメールを活用） 

実施時期 ■9月16日より実施 

調査内容 

・地域公共交通利用者の実態・ニーズ（利用者からの意見・要望等）  

・運行上の問題、運行に関するドライバーの意見（改善点等） 

・サービス充実に向けた意向 等 

・将来展望（人材及び車両確保、制度面、事業継続に当たっての要望等）等 

■調査結果概要 

■路線バス事業について 

利用者からの

ニーズ 
・上天草高校への自由度のある通学・下校時に対応できる便への要望 

事業が 

抱える課題と

解決策 

経営面 

・運転手の高齢化・人材不足

・ワークライフバランスを重視する傾向

・回送距離の増加

 ⇒車庫の配置を考慮し、回送を抑えた効率的な運行 

利用促進 

需要創発 

⇒イベント開催や、乗り方教室の開催支援⇒コミュニティ単位での運転免許証

返納者への利用促進

⇒ICカードの利用促進（スムーズな支払いの実現） 

⇒バスの行先表示のLED化 

⇒全国旅行支援との連携、旅行セット券の販売 

⇒あまくさ乗り放題きっぷの販売 

事業に 

関する 

将来展望 

〔他の公共交通との連携〕 

・JRや航路などとの連携 

・快速あまくさ号を活用した、バスからバスへの連携 
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■乗合タクシー事業について 

利用者からの

ニーズ 

・（地域特性に応じ）ドア toドアでの運行やフリー乗降区間の設定 

・運行便数の増加 

・利用の仕方がわからない方もいる

事業が 

抱える課題と

解決策 

運行・ 

予約方法 

・電話受付時の意思疎通 

・事業者間で生じる運行ルール（サービス）の違いが生じている

・人材不足による事業継続が不透明 ⇒人件費や車両維持費への行政負担 

・運行内容や利用方法の理解が進んでいない（予約時間、運行日）

・需要と地区の道路網に応じた車両の選択 

利用促進面 

・病院での送迎サービスによる利用者の減少

⇒路線バスのダイヤ見直しに合わせ運行時間の変更 

⇒フリー乗降区間の設定

⇒目的地側乗降場所の増設（道路横断の負担軽減） 

⇒自宅前での乗降を可能にする

■タクシー事業について 

事業が 

抱える課題と

解決策 

経営面 

・ドライバー不足、高齢化

⇒観光客等が戻ってきた場合の対応が困難 

⇒繁忙期のみ依頼する契約社員を確保している 

・新型コロナウイルス感染症の影響で業務量が減ったことで退職者も出た 

・タクシー事業のみでは事業継続が難しく、他事業で収入を確保

利用促進面 

⇒高齢者の現金での支払い負担軽減のため、初乗り運賃の10枚券を販売

⇒買い物代行を実施 

⇒車内では現金の他、pay 払いも対応可能 

⇒ホームページやリーフレットを作成しPRを実施 

■乗合タクシー及びタクシー事業の将来展望について 

事業に 

関する 

将来展望 

人材及び 

車両確保 

・人材不足が一番の問題

⇒歩合制でなく給料制で募集 

⇒他業務との兼業（契約社員など）での採用も実施 

・運転手の高齢化 

・若い世代の車離れや労働環境に対する要望との乖離

⇒若い世代の運転手育成に向けた国や県、地域での仕組みづくり

・乗合タクシーを優先させる必要があり、タクシー配車を断ることがある

⇒タクシー事業者同士での連携も必要 

⇒地域の移動手段としてタクシー事業を維持する必要があると考えてお

り、事業継続のために努力している 

他の公共交

通との連携 

・町内での買い物利用がほとんどで、乗り継ぎ利用はほとんどない 

・さんぱーるが拠点となっており、熊本方面や三角方面への路線バスへの乗

り換えでも利用されている 

地域公共交

通に対する

提案 

・利用者の少ないバス路線では、運行体系・車両の小型化などの見直しが必要

・乗合タクシーの運行が平日のみの地域でも、休日にも外出したい人もいるのではないか 

・乗車場所の自由度が増すと、予約場所を回る際の運行時間の予測が立てづらい。 

・ある程度乗車場所を設定し、多少は歩いてもらうことで健康増進に寄与する。 
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巻末6 地域公共交通事業者及び関係団体へのヒアリング調査

■航路 

湯島～江樋戸航路 三角～松島航路 
御所浦～棚底～大道航路 

（御所浦～小屋河内） 

利用者からのニーズ ・島民限定割引は好評。 － ・三角港の路線復活 

事業が 

抱える課題 

と解決策 

経営面 
・燃料費の高騰 

⇒運賃値上げを検討 

・乗船客の減少 

・燃料費の高騰

⇒減便で対応（毎日5

往復→金土日のみ3

往復） 

⇒運賃値上げを検討 

・燃料費の高騰

・部品価格の高騰 

⇒一括購入により安く

購入するようにして

いる 

利用促進 

・ 

需要創発 

・港の駐車場不足

⇒駐車場の有料化 

⇒駐輪場整備 

⇒新型コロナウイルス感

染症の収束に期待 

⇒恐竜博物館の改装オー

プンに期待 

事業に 

関する 

将来展望 

人材及び

船舶維持 

・船員の高齢化は進んで

いるが現状問題ない 

・船舶の更新も問題ない 

・船舶更新として新船建

造を予定していたが、

新型コロナウイルス感

染症の影響で業績見込

みが不透明で先送りし

ている。 

・船員の確保・育成 

・公設民営

・水産高校からの入社希

望はあるが、現状では

即戦力を求めおり、労

働環境の整備を進めて

いる。 

他の公共

交通との

連携 

・航路と路線バスの接続

・江樋戸港から三角方面

への直通便を希望。 

・港からタクシー利用も

多い。 

・JRと接続運航実施中

・路線バスやタクシーに

乗客を乗せたまま乗船

する取組（バスフロー

ト事業）の推進 

地域公共交通に 

対する提案 

・SUNまりんバスの運

行情報が分かりづら

く、利用しづらい。 

・高齢者等が公共交通を

利用しやすくなるよう

事業者や自治体での連

携が必要。 

・快速あまくさ号の三角

駅での接続 

・松島港（前島）や三角

港での路線バスの接続

・救急船から救急車への

迅速な搬送のため、小

屋川内港の桟橋の更新

が必要。 
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2）関係団体ヒアリング調査 

交通計画を策定に当たり、意見が必要と考える観光協会や商工会などの関係団体への公共交通に関するヒ

アリングを実施しました。 

表 関係団体ヒアリング調査の実施方針 

項 目 実施方法・内容等 

調査対象 

■医療関連（上天草市立上天草総合病院） 

■社会福祉関連（上天草市社会福祉協議会） 

■教育関連（教育委員会、熊本県立上天草高等学校） 

■商業関連（上天草市商工会） 

■観光関連（一社天草四郎観光協会、道の駅上天草さんぱーる、mio camino 

AMAKUSA） 

■市役所内部（経済振興部観光おもてなし課、健康福祉部高齢者ふれあい課、健康

福祉部健康づくり推進課、建設部建設課、企画政策部企画政策課） 

調査方法 
■直接訪問し、聞き取り ※市役所内各部課は、記述式回答 

（状況に応じて、電話はメールを活用） 

実施時期 ■9月16日より実施 

調査内容 

・各分野での移動やまちづくりに関する施策等の方向性 

・地域住民や来訪者の移動手段、移動に関する問題点 

・地域公共交通の状況、問題点 

・地域住民の移動等に対するニーズ 

・移動支援施策等の実態・今後の対応策等の展開可能性 など

■調査結果概要 

■医療関連 

来訪者の 

移動手段等 

・介助が必要な人もおり、送迎を含む自家用車が多い。 

・送迎する人は、診察中待たれる方もおり、駐車場不足の一因となっている。 

・樋島地区は乗合タクシーの利用が多く、4人集まったら呼ぶなど、積極的に乗合利用されて

いる。 

・一般のタクシー利用は少ないが、帰りの時間が合わない人が利用している。 

・病院としては、透析患者への送迎サービスを実施しており、運転はシルバー人材センターに

委託。 

地域公共交

通に求める

ニーズ 

・路線バスは本数が少なく利用が難しいため、乗合タクシーの方が利用しやすい。 

・乗合タクシーは、病院前で乗車後に薬局に寄るが、患者によって利用する薬局が異なるため、

複数の薬局に寄ることもあり、乗車したまま待たれる方もいる。 

・病院での乗合タクシー利用者の取りまとめは実施していないが、予約代行は頼まれれば受付

で対応。 

地域公共交

通との連携

の可能性 

・正面玄関にベンチを設置しており、待合所でも待つことができる。 

・コロナ対応のため、玄関にスタッフがいる際は、乗合タクシーが来た際に案内を行っている。 

・受付横に、時刻表などは留め置きしており、見えやすい場所に掲示。 

・地区ごとに、診察曜日を決めることができれば、移動支援を効率的に行いやすいが、診察曜

日が限られている診療科や先生の好み、毎日のリハビリ通院など、調整は難しい。 
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巻末6 地域公共交通事業者及び関係団体へのヒアリング調査

■社会福祉関連 

生活移動の

実態 

・80 代以上の高齢者も運転しているが、いずれ運転できなくなり、地域内での助け合いが

必要となる。 

・運転できない方は近所の方に送迎してもらっているが、高齢ドライバーに対しては、家族

や区長から、リスクが高いため、送迎することをやめるよう言われている。 

・移動販売や行商などが充実している地域もある。 

・高齢者は、病院の送迎サービスやタクシー、家族や近所の方の送迎に頼らざるを得ない状

況だが、送迎を頼む際には気を遣うこともある。 

・家族の送迎が必要なため、仕事を制限している方もいる。 

・外出手段がなく、外出できないことで、認知機能の低下にもつながっている。 

・雨天時など、買い物に行けず、食事の量を減らして凌いでいる人もいる。 

利用者の 

移動手段等 

・指定管理を行っている老人福祉センター利用者の送迎を大矢野町と大道（龍ヶ岳町）地域

では実施しているが、委託内容には含まれておらず、事故などのリスクがあるため、実施

したくない。 

・ファミリー･サポート･センター事業では、希望者には会員同士での送迎のマッチングを実

施している。 

地域公共交

通に求める 

ニーズ 

・乗合タクシーは、他の乗客を待たせてしまうこと、知らない人との乗合いを避けたがる人

もいる。 

・乗合タクシーの使い方がわからず、利用できない人も多く、乗り場までの移動が難しい人

もいる。 

・個人病院では、送迎サービスが実施されているが、買い物などと合わせた外出では利用で

きず、帰りの手段が困る人がおり、乗合タクシーの運行地域拡大を求める声がある。 

・龍ヶ岳町から、松島町方面や本渡方面への買い物ツアーのような取り組みがあれば、80代

以上の方のニーズはあると思う。 

・現在、運転できている世代の方にも、徐々に公共交通に慣れてもらう取組みが必要。 

・バスの運行ダイヤやバス停位置も、利用者ニーズに合わせて見直しが必要。 

・福祉･介護タクシーの導入も必要（車両のバリアフリー化や、車いす対応車両での移動に対

する助成） 

・タクシー割引やチケットの導入 

・松島町から上天草総合病院への乗合タクシーの乗り入れの要望がある。 

地域公共交

通との連携

の可能性 

・送迎事業として成り立てば、ニーズはあると思う。 

・移動の負担の少ないまちづくりを進めなければならない。 

・高齢者等の健康を維持するための「かよいの場」では、乗合タクシーを利用して買い物に

行くツアーを実施。 
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■教育関連 

小・中学校 高等学校 

通学移動の 

実態等 

・小中学校の統廃合等に伴い、令和 4 年度現

在、小学校5校（5路線）、中学校2校（4

路線）でスクールバスを運行しており、年間

委託費用は約1億円程度。 

・スクールバスは、概ね通学時1便、帰宅時2

便で運行。帰宅便の運行時間は学校の都合に

より日々変動する。 

・少子化に伴い、利用者数は減少傾向だが、統

廃合を進めることで、スクールバスの運行経

費は増加する見込み。 

・大矢野町からの通学が約7割を占め、自転

車や徒歩、送迎での通学が多数。 

・その他の市内他町や市外からは路線バス、

地域によっては船や自転車を利用。 

・家族などによる送迎も多い。 

・市内からの通学者に対して、上天草高校生

徒通学バス定期購入補助金がある。 

・バス事業者には、定期券購入時の学校への

出張販売や、学校行事に合わせた臨時バス

の運行など対応してもらっている。 

通学移動に 

おける課題 

・松島町、姫戸町、龍ヶ岳町から上天草高校以

外へ進学すると下宿が必要で、熊本市内への

進学も多い。 

・大矢野町からであれば、宇土高校への通学は

可能だが、三角駅までの送迎が必要となる。 

・三角駅までの路線バスはあるが、送迎に比べ

早く自宅を出る必要があり、あまり利用され

ていない。 

・路線バスの運行状況により、進学を諦める

生徒がいる。 

・進学希望のある地域からのバス路線の充

実や、通学に利用されているバス路線を維

持してほしい。 

地域公共交通

との連携の 

可能性 

・以前、スクールバスの一般混乗実証実験を実

施したが、一般利用が進まなかった。 

・混乗では、一般の利用者が遠慮すること、ス

クールバスの帰宅時間は変動することがネ

ックとなる。 

・スクールバスは、朝の乗車率は高いが、帰り

の便は乗車率が低く有効活用できれば良い。 

・一方で、効率化を図ることで、委託している

タクシー事業者の収入が落ちてしまうこと

で、事業継続が難しくなることは避けたい。 

－ 

■商業関連 

買い物の 

実態等 

・大矢野町･松島町からは大矢野町へ、松島町･姫戸町からは松島町へ、龍ヶ岳町は姫戸町や

本渡方面への買物移動がある。 

・買い物難民も存在している。 

・樋島では移動販売が実施されている。 

・龍ヶ岳商工会では、配送サービスを実施していたが、利用者は少ないと聞いている。 

地域公共 

交通に求める

ニーズ 

・バス停までの距離が遠い。公共交通空白地域はバス停から 250ｍ以遠と設定されている

が、高齢者には遠い。 

・大矢野町は、人口が密集しておりコンパクトで利用しやすいが、姫戸町や龍ヶ岳町など、

広域で人口がまばらで限られた路線バスでは対応が難しい。 

・大型の商業施設の出店により、個人商店の衰退しており、徒歩で行ける個人商店の閉店に

伴い、ドア toドアのサービスの必要性が高まっている。 

・病院や介護施設では、送迎サービスが必須となってきているが、商業施設での送迎サービ

スの実施は難しい。 

・高齢化、人口減少下での、まちづくりとしての方向性を示す必要がある。 
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巻末6 地域公共交通事業者及び関係団体へのヒアリング調査

■観光関連 

地域公共 

交通の 

利用実態等 

・観光客の公共交通利用はごくわずかで、自家用車での来訪が多くを占めており、繁忙期は

駐車場不足や渋滞が発生。 

・公共交通利用では、快速あまくさ号、天草宝島ラインなど（現在、減便中）、市内観光で

は観光タクシーの利用が多い。 

・海外観光客は、添乗員付きのツアーやハイヤー、JAPAN RAIL PASS で新幹線、A 列

車、天草宝島ラインの利用が多い。 

・高齢者の観光客は、観光バスでの来訪が多い。 

・宿泊施設の多くは、マイクロバスで団体客の送迎を行っている。 

・サイクルツーリズムの人気によりレンタサイクル利用は増えている。 

地域公共 

交通に 

求める 

ニーズ 

・観光客が増えれば、観光施設を繋ぐ周遊バスや、拠点でのシェアリングサービスの可能性

もある。 

・快速あまくさ号の便数を元に戻してもらいたい。特に、午前中の来訪、夕方の帰宅時間帯。 

・上天草市への観光来訪者は、非日常的な体験を求めているため、住民利用のために運行さ

れている路線バスや乗合タクシーの利用は避けられる。 

・乗換えが発生するバス停では、ベンチや屋根、近くにトイレもあり、待合環境は問題ない。 

・JR三角駅から上天草市の松島方面までのバスの運行。 

地域公共 

交通との 

連携の 

可能性 

・公共交通利用者に対する割引サービスなど、来訪者が増える可能性が見えれば検討や協力

可能。 

・ラッピングバスは、熊本市内など上天草市への観光を増やしたい地域で走らせるべき。 

・交通系 ICカード、くまもんカードについては、地域全体に普及してからと考えている。 

・快速あまくさ号、路線バス、天草宝島ライン、クルージング等の運行時間を電光掲示で案

内している。 

・休日の自家用車利用が減る取り組みがあれば、検討する可能性はある。 

・レンタカーは現在1台のみだが、ニーズがあれば増車する可能性はある。 

■地域創生・まちづくり関連 

公共交通の

位置づけ 

・I ターン移住者には、近所での送迎依頼が難しく、公共交通が不便なことが生活面で不安

を感じる人もいる。公共交通の充実は、移住者を誘引するための大きな要素となる。 

・一方で、移住希望者に対し、自家用車通勤が可能であることもPRしている。 

・交通結節点として、三角港と松島港（前島）を位置付けている。 

地域公共交

通に求める

ニーズ 

・移住検討者の上天草市へのお試し移住を誘引するために、熊本空港からのアクセスの改善

を検討してほしい。（金土日の観光オンシーズンのみ直通高速バスなど） 

・自宅からバス停までのラストワンマイルを補完できるあいのりの仕組みなどの整備を検

討してほしい。 

・交通弱者が気軽に利用できる市民向け料金（ワンコインや往復割引等）の設定などを検討

してほしい。 

地域公共 

交通との 

連携の 

可能性 

・公共交通マップの配布や、マップや時刻表がわかりやすく表示されているウェブサイトや

アプリなどの仕組みづくり。 

・移住検討者が上天草市にお試し滞在する際の、タクシーの 1 日貸し切り利用の際の料金

の提示や、レンタカー、カーシェアサービス、レンタサイクルなどの情報提供。 

・公共交通を使った際の買い物券の配布など、公共交通と地域サービスの利用を促進する仕

組みづくり。 

・自転車ネットワーク整備を進めている。サイクリングコースを設定し、利用促進を図る予

定。 
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巻末 7 公共交通空白地域の検証 

1）現行の公共交通空白地域の妥当性の検証・定義の見直し 

（1）公共交通空白地域の基準 

本市の公共交通空白地域は、路線バスが運行されている地域の判断基準として、「各行政区内の地域が既

存の路線バスのバス停より半径250ｍ以遠に位置する行政区」という基準に基づき判断しています。 

図 上天草市地域公共交通網形成計画策定時の公共交通空白地 

■250ｍの根拠 

※道路の移動円滑化整備ガイドライン（国土交通省）によると、高齢者の歩行速度48m/分～78m/分であり、

250m とした場合、概ね10分以内でアクセス可能な距離です。 

※本市で実施したバス利用者への調査（H19.9.28）によると、バス停までの所要時間は10 分以内が約9 割

を占めており、抵抗なくバスを利用できる環境と考えられていました。 
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巻末7 公共交通空白地域の検証

（2）公共交通空白地域の妥当性の検証・見直し 

住民アンケート調査より把握した、自宅からバス停・乗合タクシー停留所（以下「停留所」という）まで

の距離と、路線バス・コミュニティバス又は乗合タクシーの利用頻度の関係性を確認したところ、自宅から

バス停までの距離が近ければ、利用率が高いわけではないことが分かります。一方で、自宅からの距離が、

20分以上の方は日常的に利用されていない状況にあり、利用できる環境でないといえます。 

路線バス・コミュニティバス又は乗合タクシーの利用頻度は、年齢や運転免許証の所有状況による違いが

見られ、運転免許証の保有率の低い10代の若年者や80代以上の高齢者で必要とされているものとなって

います。 

図 自宅からバス停・停留所までの徒歩での時間別のバス又は乗合タクシーの利用頻度 

※路線バス･コミュニティバスと乗合タクシーの利用頻度の高い方を採用 

出典：住民アンケート調査結果 

図 年代別のバス又は乗合タクシーの利用頻度 

※路線バス･コミュニティバスと乗合タクシーの利用頻度の高い方を採用 

出典：住民アンケート調査結果
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一方で、無理なく利用できる自宅からバス停・停留所までの距離については、今年度実施した住民アンケ

ート調査において、徒歩での所要時間10分以内が約9割を占めています。 

今回のアンケート調査では、約80ｍ/分の速度を目安として回答を得ていますが、道路の移動円滑化整

備ガイドライン（国土交通省）によると高齢者の歩行速度48m/分～78m/分とされており、最も遅い速度

48ｍ/分としたときの10分での歩行距離は480ｍとなります。 

しかし、自宅からバス停・停留所までの道のりは直線ではないことを考慮し、利用される公共交通を提供

するうえでは、バス停・停留所から半径400ｍまでを公共交通が運行されている地域とし、「公共交通空

白地域」はバス停・停留所から半径400ｍ以遠に位置する行政区に再設定します。 

図 無理なく利用できる自宅からバス停・停留所までの距離 

出典：住民アンケート調査結果 

徒歩3分以内

34%

徒歩5分以内

34%

徒歩10分以内

23%

徒歩15分以内

5%

徒歩20分以内

4%
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■現行の「公共交通空白地域」の検証 

⇒実際の利用状況による公共交通を使われなくなるバス停・停留所までの距離は、徒歩で20分以上で

すが、公共交通の利用環境としては、無理なく利用できる距離の徒歩で10分以内を採用します。 

⇒高齢者の歩行速度、実際には道に沿って歩くところをバス停・停留所からの直線距離で判断すること

を考慮し、「バス停・停留所から半径400ｍ以遠に位置する行政区」を「公共交通空白地域」とす

ることに見直します。 

⇒乗合タクシーの区域運行の導入も視野に入れ、下記の通り設定します。 

【公共交通空白地域の定義（見直し）】 

各行政区内の地域が既存の路線バスのバス停より半径400ｍ以遠かつ乗合タクシーの区域運行エ

リアを除く行政区。

〔参考資料〕「地域公共交通づくりハンドブック」（国土交通省） 
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巻末7 公共交通空白地域の検証

前述の見直しを行った判断基準「各行政区内の地域が既存の路線バスのバス停より半径400ｍ以遠か

つ、乗合タクシーの区域運行エリアを除く行政区」による「公共交通空白地域」は下図のとおりとなりま

す。 

図 上天草市の公共交通空白地域（見直し） 
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巻末 8 生活交通導入ガイドラインの検証 

1）現行の生活交通導入の流れ並びに路線バス及び乗合タクシーの運行継続基準 

①生活交通導入の流れ 

本市では、下図のとおり運用を行ってきました。 

図 現行の生活交通導入フロー 
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・要望は？
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運行内容の検討
運行継続
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巻末8 生活交通導入ガイドラインの検証

②路線バス及び乗合タクシーの運行継続基準 

路線バス及び乗合タクシーの運行継続基準は、次のとおりです。 

・路線バス  ：平均乗車密度1.0 人以上かつ1日当たりの輸送量3.0 人以上 

・乗合タクシー：収支率が33％以上 

ア 路線バス 

現在、路線バス・コミュニティバスの運行継続基準は、「平均乗車密度1.0 人以上かつ1日当たりの

輸送量3.0人以上」と設定していますが、全20系統のうち運行継続基準を満たしているのは6系統、

満たしていないのは14系統となっています。 

表 系統別の利用状況 

出典：市資料 

図 系統ごとの平均乗車密度と1日当たりの輸送量の分布 

うち
上天草市
（ｋｍ）

始期 終期
うち申請団体
受持分（円）

1 さんぱｰる 大矢野庁舎前 三角西港前 三角産交 1４.３ 1０,５５３ ５,７５６ R02.10.01 R03.09.30 ３.０ ０.７ ２.1 × 1,４４６ 1,３８1,０００

２ 三角産交 三角港入口 さんぱｰる さんぱｰる 1０.1 ４０,４９1 ２８,４６４ R02.10.01 R03.09.30 ５.４ ０.５ ２.７ × 1０,４1４ ７,０1４,０００

３ さんぱｰる 大矢野庁舎前 三角産交 三角防災拠点ｾﾝﾀｰ 1４.1 ４５,３４６ ２２,８３４ R02.12.01 R03.09.30 ８.０ ０.９ ７.２ ▲ ９,６７２ ５,３４０,０００

４ さんぱｰる 樋合入口 天草宝島ﾗｲﾝ乗場前 松島庁舎 1０.０ 1４,４４０ 1４,４４０ R02.10.01 R03.09.30 1.９ ０.３ ０.５ × 1,５２1 ３,６９３,０００

５ 教良木 知十 上天草高校前 さんぱｰる ２８.３ ３４,1８６ ３４,1８６ R02.10.01 R03.09.30 1.６ ３.２ ５.1 ● ６,５６1 ５,1３０,０００

６ さんぱｰる 松島 新道牟田漁港 赤崎(天草・池の浦) ４1.８ ５３,1７０ ５３,1７０ R02.10.01 R03.09.30 1.７ ４.３ ７.３ ● 1６,７３1 ６,８７５,０００

７ 赤崎 竜ヶ岳 牟田 松島 ３1.０ ２２,５３７ ２２,５３７ R02.10.01 R03.09.30 ０.９ ０.９ ０.８ × 1,９０1 ５,４５４,０００

８ 松島 牟田 竜ヶ岳 赤崎 ３1.４ ３０,４２７ ３０,４２７ R02.10.01 R03.09.30 1.３ ０.９ 1.1 × ３,０００ ７,３11,０００

９ 松島 教良木 姫戸港 赤崎(天草・池の浦) ３７.４ ５４,３８０ ５４,３８０ R02.10.01 R03.09.30 1.９ ０.４ ０.７ × ３,０４７ 1４,０５８,０００

1０ 教良木 内野河内 竜ヶ岳学校前 赤崎(天草・池の浦) ２４.４ 11,８1０ 11,８1０ R02.10.01 R03.09.30 1.０ ０.1 ０.1 × ３００ ３,1８1,０００

11 松島 内野河内 竜ヶ岳学校前 倉岳校前 ４２.1 ２０,３７６ 1７,1８２ R02.10.01 R03.09.30 1.０ ０.９ ０.９ × ２,０９７ ４,２２５,０００

1２ 本渡ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 本渡東小学校 大河内 教良木 ３1.８ ６４,９３６ 1０,００６ R02.10.01 R03.09.30 ２.７ ０.５ 1.３ × ４,９1０ ２,５７６,０００

1３ 本渡ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 浦 教良木 松島 ４５.４ ８８,４７９ ３２,９３６ R03.04.01 R03.09.30 ５.３ ０.９ ４.７ ▲ ８,２９９ ８,０４２,０００

1４ 松島 大浦 上津浦漁協前 本渡ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ ３４.２ ２２,４３５ ４,７２３ R02.10.01 R03.09.30 ０.９ ５.０ ４.５ ● ８,５７０ ４６５,０００

1５ 松島 大浦港 上津浦 本渡ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ ３９.７ ９,６０７ 1,７４２ R02.10.01 R03.09.30 ０.５ ２.1 1.０ ▲ 1,８３０ ３７２,０００

1６ 本渡ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ さざ波の湯 大浦港 松島 ４０.３ 1０７,３３1 1９,1７６ R02.10.01 R03.09.30 ３.６ 1.３ ４.６ ● 11,８９０ ４,５４３,０００

1７ さんぱｰる 漁協前 さんぱｰる 1５.８ ３２,５９５ ３２,５９５ R02.10.01 R03.09.30 ５.６ 1.２ ６.７ ● ９,1５７ ７,９７０,０００

1８ さんぱｰる 漁協前 瀬高 さんぱｰる 1９.２ 1３,９３９ 1３,９３９ R02.10.01 R03.09.30 ３.０ 1.０ ３.０ ● ３,３７０ ３,４６７,０００

1９ さんぱｰる 治郎田 宮島 さんぱｰる 11.０ ７,９７５ ７,９７５ R02.10.01 R03.09.30 ２.９ ０.３ ０.８ × ８６６ ２,1０５,０００

２０ さんぱｰる 南(野釜) さんぱｰる 1９.1 ４８,５７３ ４８,５７３ R02.10.01 R03.09.30 ６.９ ０.６ ４.1 ▲ ５,５1２ 1２,８０４,０００

年間実車走行キロ（ｋｍ） 経常欠損額(円)
１日当たり

運行回数
（回）

平均乗車密度
（人）

※運行継続基準
平均乗車密度
1.０人以上かつ

１日当たり輸送
量（人）

※運行継続基準
1日当たり輸送
量３.０人以上

運行継続判断

●両基準達成
△片方の基準
のみ達成

×両基準未達

輸送人員
（人）

起　点 経由地１ 経由地２ 終　点

運行期間
系統

キロ程
（ｋｍ）

番号

1

2

３

４

5

６

７

８

９
10

11

12

1３

1４

15

1６

1７

1８

1９

20

０.０

1.０

２.０

３.０

４.０

５.０

６.０

７.０

８.０

９.０

1０.０

０.０ 1.０ ２.０ ３.０ ４.０ ５.０ ６.０

平均乗車密度（人）

1
日
当
た
り
の
輸
送
量
（
人
）

←運行継続基準1.0人

↓運行継続基準3.0人

運行継続基準 

未達 

需要はあるが 

非効率な運行

需要が少なく 

非効率な運行

運行継続基準達成 

需要は少ないが

効率的な運行
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平均乗車密度は、運行効率性を判断しており、収支率と相関があります。また、1日当たりの輸送量

は、運行効率性に関わらず需要の大小を評価しています。 

運行継続基準の「平均乗車密度1.0 人以上かつ1日当たりの輸送量3.0 人以上」を満たさない系統の

うち、本市内完結の系統については、令和5（2023）年10月から路線バスの運行を取りやめ、乗合タ

クシーに移行します。 

隣接市と接続する系統については、隣接市との調整が必要となるため、現時点では継続することとし、

今後、見直しについて協議を行うこととします。 

SUNまりんバス上循環（野釜経由）については、1日当たりの輸送量は基準を達成しており、一定の

需要があることから改善の可能性があると判断し、運行改善を図ります。 

表 路線バスの運行継続基準に対する対応方針 

出典：市資料 

1 さんぱｰる 大矢野庁舎前 三角西港前 三角産交 ０.７ ２.1 × 有 〔基準未達〕路線バスを継続し運行改善を図る

２ 三角産交 三角港入口 さんぱｰる さんぱｰる ０.５ ２.７ × 有 〔基準未達〕路線バスを継続し運行改善を図る

３ さんぱｰる 大矢野庁舎前 三角産交 三角防災拠点ｾﾝﾀｰ ０.９ ７.２ ▲ 有 〔基準未達〕路線バスを継続し運行改善を図る

４ さんぱｰる 樋合入口 天草宝島ﾗｲﾝ乗場前 松島庁舎 ０.３ ０.５ × 無 〔基準未達〕路線バス廃止⇒乗合タクシーに移行

５ 教良木 知十 上天草高校前 さんぱｰる ３.２ ５.1 ● 無 〔基準達成〕路線バス継続

６ さんぱｰる 松島 新道牟田漁港 赤崎(天草・池の浦) ４.３ ７.３ ● 無 〔基準達成〕路線バス継続

７ 赤崎 竜ヶ岳 牟田 松島 ０.９ ０.８ × 無 〔基準未達〕路線バス廃止⇒乗合タクシーに移行

８ 松島 牟田 竜ヶ岳 赤崎 ０.９ 1.1 × 無 〔基準未達〕路線バス廃止⇒乗合タクシーに移行

９ 松島 教良木 姫戸港 赤崎(天草・池の浦) ０.４ ０.７ × 無 〔基準未達〕路線バス廃止⇒乗合タクシーに移行

1０ 教良木 内野河内 竜ヶ岳学校前 赤崎(天草・池の浦) ０.1 ０.1 × 無 〔基準未達〕路線バス廃止⇒乗合タクシーに移行

11 松島 内野河内 竜ヶ岳学校前 倉岳校前 ０.９ ０.９ × 有 〔基準未達〕路線バス廃止⇒乗合タクシーに移行

1２ 本渡ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 本渡東小学校 大河内 教良木 ０.５ 1.３ × 有 〔基準未達〕路線バス廃止⇒乗合タクシーに移行

1３ 本渡ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 浦 教良木 松島 ０.９ ４.７ ▲ 有 〔基準未達〕路線バスを継続し運行改善を図る

1４ 松島 大浦 上津浦漁協前 本渡ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ ５.０ ４.５ ● 有 〔基準達成〕路線バス継続

1５ 松島 大浦港 上津浦 本渡ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ ２.1 1.０ ▲ 有 〔基準未達〕路線バスを継続し運行改善を図る

1６ 本渡ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ さざ波の湯 大浦港 松島 1.３ ４.６ ● 有 〔基準達成〕路線バス継続

1７ さんぱｰる 漁協前 さんぱｰる 1.２ ６.７ ● 無 〔基準達成〕路線バス継続

1８ さんぱｰる 漁協前 瀬高 さんぱｰる 1.０ ３.０ ● 無 〔基準達成〕路線バス継続

1９ さんぱｰる 治郎田 宮島 さんぱｰる ０.３ ０.８ × 無 〔基準未達〕路線バス廃止⇒乗合タクシーに移行

２０ さんぱｰる 南(野釜) さんぱｰる ０.６ ４.1 ▲ 無 〔基準未達〕路線バス継続し運行改善を図る

対応方針（令和５（２０２３）年1０月見直し

平均乗車密度
（人）

※運行継続基準
平均乗車密度
1.０人以上かつ

１日当たり輸送
量（人）

※運行継続基準
1日当たり輸送
量３.０人以上

運行継続判断

●両基準達成
△片方の基準の

み達成
×両基準未達

起　点 経由地１ 経由地２ 終　点
隣接市との
接続の有無

番号
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巻末8 生活交通導入ガイドラインの検証

イ 乗合タクシー 

乗合タクシーの運行継続基準は、「収支率33.0％以上」と設定していますが、現在運行している8地

区のうち、基準を満たしている地区は1地区のみとなっています。 

図 乗合タクシーの運行地区別収支率 

乗合タクシーの運行地区ごとの交通弱者人口（15歳未満+75歳以上）や、交通弱者一人当たりの利用

回数、日当たりの利用者数などの状況から、地区ごとの利用特性が見えてきます。 

それぞれの利用特性から、利用促進を強化したうえで運行を継続、運行見直しにより効率化を図る、路

線バスの廃止系統も踏まえ地区を統合するなど、地区ごとの対応方針を示します。 

表 乗合タクシーの運行継続基準に対する対応方針 

※交通弱者人口は住民基本台帳（令和4（2022）年4月1日時点） 

※収支率、年間利用者数は令和3年度実績 
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24.4%

30.3%
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米
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満

樋
合

夏
・
唐

大
作
山

樋
島

大矢野町 松島町 龍ヶ岳町

運行継続基準33％

収支率
運行継続
判断

交通弱者人口
（1５歳未満+
７５歳以上）

年間利用者数
日当たり
利用者数

乗合率
交通弱者
1人当りの
年間利用回数

利用状況の検証
対応方針

令和５（２０２３）年1０月見直し

ａ 維和Ａ ２２.３％ × ２０1 ８４９ ２.３ 1.２ ４.２ 運行継続し、利用促進を図る

ｂ 維和Ｂ ２４.４％ × ２1２ 1,1４９ ３.1 1.４ ５.４ 運行継続し、利用促進を図る

ｃ 長砂連・野米 ３０.３％ × ３６７ ３,３２1 ９.1 1.９ ９.０

交通弱者人口も多く、一人当たりの利用回
数、乗合率ともに高いものの、運行継続基
準をわずかに満たしておらず、利用促進が
必要である。

運行継続し、利用促進を図る

d 白涛・東満 ２1.３％ × ９５ ２６６ ０.７ 1.０ ２.８
交通弱者の人口が少なく、1日当たりの利
用者数が少ないいため、サービス過剰と
なっている。

週３日運行に変更し、運行改善を図る

松島町 ｅ 樋合 ２２.５％ × 1０９ ３ ０.０ 1.０ ０.０
交通弱者人口も多く、ほぼ利用いないた
め、運行や利用方法の周知が図られていな
いと考えられる。

運行継続し、利用促進を図る

ｆ 夏・唐 1８.８％ × ３０ ２６４ ０.７ 1.1 ８.８

交通弱者1人当たりの利用回数は多いもの
の、交通弱者の人口が少なく、1日当たりの
利用者数が少ないいため、サービス過剰と
なっている。

ｇ 大作山 ２1.２％ × 1７ ６２ ０.２ 1.０ ３.６
交通弱者の人口が少なく、1日当たりの利
用者数が少ないいため、サービス過剰と
なっている。

ｈ 樋島 ３９.６％ 〇 ４０７ ３,９５３ 1６.1 ２.５ ９.７
交通弱者人口も多く、一人当たりの利用回
数、乗合率ともに高く、運行継続基準を満
足している。

運行継続

合計 ２９.２％ - 1,４３８ ９,８６７ - 1.８ ６.９ - -

路線バスからの見直しも含め、地区を統
合・拡大し、平日のみの運行に見直し、効率
化を図る

大矢野町 

龍ヶ岳町

交通弱者人口、一人当たりの利用回数、乗
合率ともに一定数あるものの、運行継続基
準を満たしていない。
利用促進策を図り、モニタリングを実施し
たうえで、改善しない場合には、地区の統
合、運行日数を減らすなどの対応が必要と
なる。
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◆収支率33％を確保するために 

図 収支率と年間利用者数の関係 

・収支率33％を達成するためには、年間利用者数3,265人が必要となるという算定結果が出ていま

す。 

・乗合タクシー導入地域全体での交通弱者1人当りの年間利用回数が6.9 回であることを踏まえ、収支

率33％を達成するためには、交通弱者が480人以上在住する地区への導入が必要と考えられます。

（3,265/6.9≒480） 

・その他、1人当たりの年間利用回数を向上させることや、480人以下の地区への導入においては、運

行日数を減らすなどの対応が必要となると考えられます。 

表 令和5（2023）年10月からの乗合タクシー運行地区の交通弱者人口 

⇒全地区で利用促進策を実施 

【達成できなかった場合】 

⇒維和A：運行曜日の限定、維和Bとの地区統合（交通弱者413人に） 

⇒維和B：運行曜日の限定、維和Aとの地区統合（交通弱者413人に） 

⇒長砂連・野米：運行曜日を限定 

⇒白涛・東満：運行便数を減少、その他送迎サービスや自家用有償運送への移行を検討 

⇒樋合：運行便数を減少、その他送迎サービスや自家用有償運送への移行を検討 

a
b

c

d

e

f

g

h

y = 4E-05x + 0.1994

R  = 0.8877
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0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

収
支
率

年間利用者数（人）

33%

3,265

Ｒ５.1０乗合タクシー導入地区 交通弱者人口 現在の収支率 Ｒ５.1０以降の運行日

維和Ａ ２０1 ２２.３％ 毎日運行

維和Ｂ ２1２ ２４.４％ 毎日運行

長砂連・野米 ３６７ ３０.３％ 毎日運行

白涛・東満 ９５ ２1.３％ 週３日運行に変更

登立 ４1８ - 週３日運行で新規導入

松島町 樋合 1０９ ２２.５％ ２ルートを隔日で平日のみ運行

姫戸町 上島 1,９３1 - 平日のみ運行で新規導入

大道 ４６７ - 地区を拡大し平日のみ運行に変更

樋島 ４０７ ３９.６％ 平日のみ運行

４,２０７

大矢野町

龍ヶ岳町

合計
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巻末8 生活交通導入ガイドラインの検証

2）生活交通導入の流れ並びに路線バス及び乗合タクシーの運行継続基準の見直し 

①生活交通導入の流れ 

地域公共交通が運行されている地域として、「路線バス・コミュニティバスが運行されている地域」と、

「乗合タクシーが運行されている地域」があります。 

現行の生活交通導入フローでは、一括して表現していましたが、それぞれ運行基準が異なることや、路線

バスで改善の可能性が見込めない場合には乗合タクシー又は地域主体の地域公共交通への移行を行います。 

また、地域公共交通が運行されていない地域（公共交通空白地域）において、地域からの要望等を受け公

共交通の運行を行う場合には、地域公共交通が運行されている地域のフローで判定していくこととし、下図

のとおり生活交通導入フローを見直します。 

図 生活交通導入の見直しフロー 
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②路線バス及び乗合タクシーの運行継続基準 

現行の路線バス及び乗合タクシーの運行継続基準は、平成25（2013）年2月に策定した「上天草市生

活交通ネットワーク計画」において、増加することが見込まれていた当時の路線バスに係る補助金（経常損

失額を補填）の増加を抑え、維持することを基準として設定しました。 

一方で、「上天草市生活交通ネットワーク計画」策定後、変化する社会情勢を踏まえ、「地域公共交通の

活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」の施行や、「持続可能な運送サービスの提供の確保に

資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」が施行

されるなど、地域公共交通の運行における行政の関わり方は変化しています。 

図 上天草市生活交通ネットワーク計画策定以降の変化 
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巻末8 生活交通導入ガイドラインの検証

ア 路線バス 

平均乗車密度とは、ある系統のバス1便当たりの平均利用者数で、起点から終点まで平均して常時車内 

に乗車している人数のことです。これが1.0 人を切ると乗客がいない（空気を運んでいる）区間があるこ 

とを意味します。そのため、平均乗車密度が1.0 人未満の場合は、定時運行ではなく、デマンド型（予約 

制）の方が効率かつ経済的に有利になります。 

上天草市関連の路線バス系統において、平均乗車密度と収支率の関係から、平均乗車密度が1.0 人の時 

の収支率は約20％となっており、残りの約80％が経常欠損額として行政が負担（他市に跨る系統は延長

で按分）しています。 

１日当たりの輸送量とは、系統ごとに「平均乗車密度」×「１日当たりの運行回数」で算出されるもの 

であり、需要の大小を評価する指標です。現在の運行系統の１日当たりの運行回数の平均が3.0 回である 

ことから、１日当たりの輸送量が3.0 人を満たない場合は、需要が少ない系統であると評価でき、他の交

通手段への代替えが考えられます。 

このことから、運行継続の判断は、これまでどおり平均乗車密度と１日当たりの輸送量により行うこと 

とし、「平均乗車密度：1.0 人以上」かつ「1日当たりの輸送量：3.0 人以上」を運行継続基準とします。 

図 平均乗車密度と輸送量           図 平均乗車密度と収支率の関係 

（令和3（2021）年実績） 

図 系統ごとの平均乗車密度と1日当たりの輸送量の分布（再掲） 
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イ 乗合タクシー 

乗合タクシーの運行継続基準は、収支率33％における乗合率は約2.0 人となる関係となっています。 

現在、運行継続基準を満たしているのは1地区のみとなっていますが、乗合タクシーは、乗り合って利

用してもらうことが重要と考えており、引き続き、収支率33％を運行継続基準として運用します。 

一方で、利用が定着していない地域が多く見られることから、利用促進策を十分に図っていく必要があり

ます。 

図 乗合タクシーの収支率と乗合率の分布 

【上天草市生活交通導入ガイドラインの今後の取扱いについて】 

 本市は、平成25（2013）年２月に策定した『上天草市生活交通ネットワーク計画』において、持続

可能な生活交通ネットワークを構築するための生活交通導入の基本的な考え方や導入フローなどを示す

「上天草市生活交通導入ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）」を定めました。 

 本市では、これまで生活交通の導入について検討・実施してきましたが、人口減少・高齢化が著しく

進展する中、ガイドラインで定める導入要件が地域の実情に鑑みた生活交通導入の実態と合わないケー

スがあります。また、近年は路線バスからコミュニティバスへの転換など、地域公共交通を取り巻く環

境が大きく変化しており、ますます地域の実情に合った公共交通を構築することが求められます。 

 このことから、ガイドラインは廃止することとし、上記のとおり生活交通導入の流れ並びに路線バス

及び乗合タクシーの運行継続基準を改めて定めます（現行の運行継続基準の引継ぎ）。 
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巻末9 評価指標の考え方

巻末 9 評価指標の考え方 

各目標の達成状況を評価するための評価指標の目標値の考え方を以下に示します。また、各施策・事業が相互に連携し合うことで、各数値目標を達成することを目指していることから、評価指標と施策・事業の関係性を示します。 

施策２
公共交通・移動
手段としての担
い手確保

施策４
まちの将来像を
見据えた交通網
の形成

事業1-1 事業1-２ 事業1-３ 事業２ 事業３-1 事業３-２ 事業４ 事業５-1 事業５-２ 事業６-1 事業６-２ 事業６-３

①公共交通に対する満足度 ２２％ ３５％ ４０％

②-1　路線バスの収支率 1９.６％ 1８％ 1７％

②-２　乗合タクシーの収支率 ２９.２％ ３３％ ３３％

③ 路線バス・乗合タクシーへの
市民1人当たりの公的資金投入額

５,２００円 ５,７００円 ６,０００円

④観光客等の公共交通利用者数
（快速あまくさ号、天草宝島ライン、湯島～江
樋戸航路（島民以外））

1０５,６７1人 1４０,７００人 1４８,４００人

快速あまくさ号 ９２,1４０人 1２５,０００人 1３２,２００人

天草宝島ライン ３,1４０人 ５,３００人 ５,８００人

湯島～江樋戸航路（島民以外） 1０,３９1人 1０,４００人 1０,４００人

⑤公共交通カバー率 ９５％ ９９％ ９９％

⑥公共交通サービスに関する認知度 - ６1％ ７５％

⑦公共交通の利用者数
（路線バス・乗合タクシー・湯島～江樋戸航路
（島民））

1４６,４３７人 1４７,３００人 1４４,４００人

路線バス 1２1,８２1人 1０９,６００人 1０４,1００人

乗合タクシー ９,８６７人 ２５,４００人 ２９,1００人

湯島～江樋戸航路（島民） 1４,７４９人 1２,３００人 11,２００人

●関連が深い事業 ○関連する事業

現況

（令和３

（202３）年度）

指標

○ ○ ● ○ ○ ○

来
訪
者
を
タ
ー

ゲ
ッ
ト

と
し
た
移
動
手
段
に
関

す
る
情
報
ポ
ー

タ
ル
サ

イ
ト
の
構
築

市
民
・
世
帯
を
タ
ー

ゲ
ッ
ト
と
し
た
公
共
交

通
に
関
す
る
情
報
発
信

意
見
交
換
会
の
実
施

○ ○

施策1
路線バス・乗合タクシー等の維持・確保

施策３
観光需要の取込み

施策５
情報提供・利用案内

施策６
利用機会の創出

運行を継続する路線バスの利用促進を図るものの、運行継続基準に満たない路線バスの系統を廃止し、
乗合タクシーに移行することで、路線バス自体の利用者数の減少を見込みます。乗合タクシーは、路線
バスからの転換と運行継続基準を達成する利用者数を目標値に設定します。湯島商船の利用者数は現在
ピーク値となっていることから、令和3（2021）年度を基準に湯島の人口推移予測に比例し、やや減少
することを見込みます。

● ● ● ○

●

○ ○ ●

路線バスの利便性向上を図る一方で、路線バスの運行継続基準に満たない系統を廃止し、ドアtoドアで

のサービスが可能な乗合タクシーに移行するとともに利用促進を図るほか、公共交通に関する情報提供
や利用機会の創出により認知度を高め、公共交通の存在価値を認識してもらうことで利用促進を進め、
満足度の向上を図ります。

路線バスの適切な運行のため、運行の効率化や運行継続基準に満たない系統の廃止、利用促進を図りま
すが、運行経費の継続的な値上がりが予測されるため、収支率は改善しない目標値を設定します。ただ
し、施策･事業を実施しない場合、これ以上の悪化が見込まれます。

乗合タクシーの利用促進策などを実施し、情報提供や利用案内の強化や利用機会を創出する事業を実施
することで利用促進を図り、乗合タクシーの運行継続基準を達成することを目指します。

予測される運行経費の値上がりと、人口減少に伴い、1人当たりの公的資金投入額は上昇する目標値を設
定します。ただし、施策･事業を実施しない場合、これ以上の上昇が見込まれます。

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の状況に戻ることは難しいと考えられることから、快速あ
まくさ号及び天草宝島ラインについては令和2（2020）年度の実績まで戻すことを目標とします。
湯島商船の利用者数は現在ピーク値となっていることから、令和3（2021）年度実績を維持し推移する
ことを目標とします。

運行継続基準に満たない路線バスの系統を廃止し、ドアtoドアでのサービスが可能な乗合タクシーに移
行することで、公共交通空白地域の縮小（公共交通カバー率の拡大）を見込みます。

情報提供・利用案内を強化し、利用機会を創出する事業を実施することにより、公共交通の関心を高め
認知度の向上を目指します。

○

● ●

○

○ ●

○ ○

● ● ●

● ● ● ● ○ ○ ● ●
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